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福島県教育委員会 



教職員の皆さんへ 

 

震災から１５年、県民の皆様の懸命な御努力と国内外からの温かい御支援により、本県の復興は

確実に進んでおります。一方で、今もなお、多くの方々が避難生活を余儀なくされているほか、廃

炉や風評と風化の問題などいまだに多くの困難を抱えております。そのような状況下でも教職員の

皆さんには、日頃より児童生徒の健やかな成長のため、それぞれの教育現場において、学習指導や

生徒指導、校務分掌等に誠心誠意取り組まれておりますことに、心より感謝いたします。 

 しかし、皆さんのこのような真摯な取組にもかかわらず、懲戒処分が減少しない状況を鑑み、令

和７年３月には「不祥事根絶プロジェクト」を策定し、不祥事根絶に向けての取組を見直しました。

令和７年度は現在までに９件の懲戒処分を行い、懲戒処分件数自体は減少したものの、特に力を入

れて根絶に努めているわいせつ事案、体罰事案、公金処理に関する事案が発生しており、本県の学

校教育に対する児童生徒、保護者及び県民の皆さまからの信頼を取り戻せていない状況です。また、

令和７年度は教職員のグループによる盗撮事案が全国的な話題になりました。本県においても私的

な端末での撮影を禁止するなど通知等により呼び掛けを行ってまいりましたが、盗撮行為の根絶及

び未然防止に向けて、「盗撮防止ガイドライン」として各学校における対応をまとめましたので活

用ください。 

教育は、教職員や学校に対する信頼の上に成り立っています。児童生徒が教職員を信頼できない

ところに教育は成り立ちません。また、保護者や地域が学校を信頼できないところに、理解と協力

は生まれません。信頼を失ったらどうなってしまうのか、ぜひ自分事として考えてもらいたいと思

います。私たち教職員は教育の専門家として使命感を持ち、誠意を持って教育活動を行う中でしか

信頼を回復することはできません。私たち一人一人が、真摯に教育に向き合い、専門的知識と教育

的愛情により、未来を担う子供たちを教え育み、誇りを持って不断の努力をする中で、信頼は築く

ことができるのです。 

本冊子は、教職員による不祥事を根絶するための対応策を組織的に行うため、様々な取組を進め

る一環として平成２２年３月に作成し、改訂を重ねてきたものです。それぞれの教職員が、不祥事

を他人事としてではなく、自らにも起こりうることとして主体的に捉え、教職員としての自らの行

動を様々な視点で、折に触れて見つめ直すとともに、組織的に原因や問題点を分析し、対応策を講

じていくために活用してください。 

 児童生徒、保護者及び県民からの信頼を回復するために、皆さんの職場の力により学校教育の場

から不祥事が根絶されることを心から切望いたします。 

 

   令和８年３月 

福島県教育委員会教育長 鈴木 竜次 
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不祥事根絶宣言 
～一人一人の意識と職場の力で不祥事をなくそう～ 

私は、教育に携わる者としての使命と責任を深く自覚し、子どもたちの健やかな成長を支え
る立場として、不祥事を起こさない、同じ職場から不祥事を出さないよう、以下のことを遵守し
ます。また、不祥事根絶の基本的事項を確認し、組織の一員として、「信頼される学校づくり」
に取り組みます。 
一．「子どもたちの模範」として 

自身の言動が子どもたちに多大な影響を与えることを常に意識し、わいせつ行為や体罰
など、子どもたちの心身を深く傷つけ、重大な権利侵害となる不祥事を絶対に起こしませ
ん。 
一．服務規律の厳正な保持 

公務員として法令を厳守し、勤務時間内外を問わず、常に襟を正して行動します。公金
の不適切な取り扱いや飲酒運転などの不祥事を絶対に起こしません。 
一．風通しの良い職場づくり 

仕事上のストレスや悩みを一人で抱え込むことが不祥事の芽となりうることから、普段から
教職員同士の対話を心がけ、職場のセーフティネットとしての機能を高めることで、様々な
課題に組織的に対応し、職場から不祥事を出しません。 

（不祥事根絶の基本的事項） 

□ 不祥事は、「動機」「機会」「正当化」が揃う時に起きやすいことを理解している。特に、教職員は、ネガ

ティブな意味での「機会」が多く、児童生徒に対する思いが「正当化」につながりやすいこと。 

□ 児童生徒へのわいせつ行為等は、教職員という立場を利用して行う卑劣な犯罪であるとともに、社会

に対する重大な背信行為であること。 

□ 体罰は、児童生徒の人格を傷つけ、人権を侵害する行為であること。 

□ 信頼関係があるから大丈夫、この程度のことは相手も許容するだろうなどという勝手な憶測をしないこと

が重要であること。 

□ 学校徴収金に関する文書は、管理職の確認を受けて校長名で発し、出納簿等を記帳するとともに、

やむを得ず現金を一時的に保管する場合は、鍵の掛かる金庫に保管すること。 

□ 飲酒運転をすると、免職処分となること。 

□ 不祥事を起こした場合、懲戒処分の他にも、法律上の責任として刑事責任や民事責任が問われるこ

とがあること。 

＜刑事上の責任の例＞ 

性的姿態等撮影罪…３年以下の拘禁刑または３００万円以下の罰金 

酒酔い運転…１００万円以下の罰金、３年間の運転免許取り消し 

□ 重大な不祥事が発生した場合、当事者である教職員が負う責任とは別に、学校は児童生徒や保護

者からの信頼を失い、同僚や家族も否応なく大きな影響を受けること。 

以上のことを確認し、理解しました。 
 

（署名） 令和  年 ４月  日  ・ 職    氏名            
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第１ はじめに  

 約１万８千人の本県教職員のうち、不祥事を起こす者はごく僅かです。ほとんどの教職員は、適正に教育活動

を展開しています。児童生徒に対する指導、様々な事務処理、保護者や地域住民への対応など、教職員一人一人

が、教職員としての誇りと使命感を持って職務に励んでいます。 

 各所属において校内服務倫理委員会等で、不祥事根絶に向け、継続的な取組を行っているものの、教職員の重大

かつ悪質な不祥事はいまだに根絶できておらず、児童生徒、保護者及び県民からの教育への信頼が大きく揺らいで

いる危機的状況です。 

 教職員の不祥事は、不祥事を起こした当事者だけでなく、児童生徒、保護者、同僚等、学校に関わる全ての人々

に、回復困難な決定的ダメージを与えます。この意味で、改めて、「不祥事根絶は一部の教職員の問題ではない」

ということになるのです。 

  「自分は不祥事を起こさない」という考え方だけでは、現状を改善することはできません。不祥事を他人事と捉

えず、いつでも、どこでも、誰にでも、自分にも、自校でも起こり得るものと捉え、当事者意識・危機意識を持つ

こと、そして、「職場全体で不祥事を起こさない」という考え方に基づき、日々向き合う児童生徒に対する学校教

育活動の効果を最大限発揮するためにも、「職場の力」を高めることが肝要です。 

 ｢不祥事の根絶｣は教職員が一丸となって取り組まなければならない重要な課題の一つです。この観点から、不祥

事を根絶するために、「当事者」「同僚」「管理職」それぞれの立場において必要なことを、以下のとおり考えて

いきます。 

 

１ 当事者として（自己の客観視） 

 独りよがりに振る舞う教職員が、一般に不祥事の当事者になる場合が多く見られます。実際に不祥事を起こした

教職員の発言からは、自らをことさら過大評価し、他者の視点で省みること、つまり「自己の客観視」ができてい

ないことが疑われます。一方、これまでの不祥事の事例においては、周囲からの評価の高い教職員や、周囲とのコ

ミュニケーションに問題のない教職員であっても、不祥事を起こす場合がありました。このことはすなわち、教職

員であることの社会的評価に身をゆだねてしまい、「自己の客観視」ができていない結果であると言うことができ

るのです。 

 

(1) 「自分ならどうするか」 

 
 わいせつ行為等を行った教員の中には、「これまでの不祥事根絶の指導も他人事のように捉えていた」と振り返

った者がいます。しかし、自分が不祥事を起こすはずはないと過信して、事例を表面的に理解するのではなく、発

生状況を詳しく知り、「同じ状況において、自分ならどう対応するか」と考えてみる必要があります。ましてや、

「信頼関係があったから許されると思っていた。」、「何とかできるのは自分だけしかいないと思った。」と述べ

るなど、行為そのものを正当化している者については言語道断です。 

 

(2) 「自分のやり方は正しいのか」 

 
 周囲からの評価が高い教職員による不祥事の例として、児童生徒に対する強い指導により周囲から頼りにされて

いる教員が、体罰を行う場合があります。このような教員は、 「体罰」を 「指導」であると誤認してしまっていま

す。体罰により指導の効果が上がることは決してありません。 「不祥事を起こしてでも実現すべきこと」は学校に

存在しません。学校の規律を守るための体罰は許されるという大前提などあるはずもなく、このことを十分に理解

して、冷静に自己の指導方法について省みる必要があります。 

 

(3) 「自分はどのように見られているのか」 

 
 教員は、児童生徒にとって優越性を持つ者であるということが既定の事実であることを認識しなければなりませ

ん。それゆえ教育公務員としての責任は重く、従順な目と批判的な目に常にさらされていることを知る必要があり
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「不正のトライアングル」～服務倫理推進員研修会（令和元年 12 月 9 日）より～ 

 渡辺慎太郎弁護士による講演の中で、アメリカの犯罪学者ドナルド・Ｒ・クレッシーが、人が

不正行為をする際の３つの要素についてまとめた「不正のトライアングル」について紹介があ

り、①動機、②機会、③正当化が揃うときに、不正の発生、拡大が生じやすいとされ、何らかの

①②③の事情が存在することを前提に、それがリスク要因であることを意識・自覚することが重

要であると話がありました。 

 教職員には、ネガティブな意味での「②機会」が多いこと、「自分が何とかしてあげたい」とい

う思いが「③正当化」につながりやすいことなどに十分留意する必要があります。 

 

ます。 

 児童生徒と接する場面においては常に教員としての立居振舞や考え方が求められていると考えるべきで、感情に

流される対応は控えなければならないはずです。そして、その関係は在学中のみならず、何十年経過してもずっと

その教員と児童生徒の立場を変えず継続していくものです。 

 

２ 同僚として（セーフティネットとしての役割） 

 学校には、児童生徒同士、児童生徒と教職員、教職員同士等の人間関係が無数に存在しています。人間関係が無

数にあれば、その分、トラブルも多く発生するため、このことが、不祥事発生の一因になっているとも言えます。 

 一方で、無数の人間関係があるからこそ、学校においては、多くの児童生徒や教職員が、互いの様子や変化につ

いて知ることができます。このことにより不祥事発生の兆しを周囲が把握することで、不祥事の未然防止につなげ

ることもできるのです。 

 不祥事根絶のためには、それぞれの教職員が相互の様子に関心を持ち、学校における人間関係、特に教職員同士

のコミュニケーションを密にして「風通しのよい職場」をつくり、職場のセーフティネットとしての機能を高める

必要があります。「職場の力」が不祥事の根絶に重要な役割を担うのです。 

 

３ 管理職として（教職員の孤立の防止）   

 教職員同士のコミュニケーションがあまりなく、職場のセーフティネットとしての機能が低下しているとすれ

ば、それは、教職員の孤立が進んでいると考えられます。教職員の役割の多様性や負担の大きさを考えれば、教職

員が孤立した状態で職務を遂行することは無理があります。このことは、不祥事だけではなく、教職員のメンタル

ヘルスにも関わる問題です。 

 教職員の孤立を防止する上で最も重要なのが、管理職の役割です。管理職には、思いこみや期待感を離れて学

校の現状を冷静に把握及び分析し、その上で、教職員に働きかけ、有機的な人間関係を築くことで教職員間の連

携を強める役割が求められます。 
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第２ 未然防止のために  

ここでは、本県で発生した不祥事の事例を参考に、第１において掲げた視点から、「事故発生の背景」、「未

然防止のポイント」等について考えていきます。 

 不祥事の事例は、発生状況に応じて、「わいせつ行為等①②③」「体罰」「職場におけるハラスメント」「個

人情報の紛失等」「公金公物処理不適正等」「飲酒運転」「速度超過」「交通加害事故」に分類しています。 

 

１ わいせつ行為等① 

     － 児童生徒性暴力等－ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

(1)  該当行為の例 

【わいせつ行為】 

スマートフォンのアプリを介して知り合った１８歳未満の少女に対して、ＳＮＳ等で誘い出し、ホテルにお

いてみだらな行為を行った。（県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕。） 

スポーツ施設駐車場に駐車中の自家用車内において、１８歳未満の女性に対してわいせつな行為を行った。

（不同意性交等の疑いで逮捕。） 

勤務する学校の女子生徒から放課後に数学の個別指導をしてほしいとの依頼を受け、教室内で指導していた

ところ、指導の合間に、頭、肩、お尻などを繰り返し触るなどの行為を行った。 

勤務する中学校の音楽準備室等において、授業中や休み時間に、直接もしくは衣服の上から複数の男子生徒

の下半身を触るわいせつ行為を行った。（強制わいせつと児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕） 

被害女性が１８歳未満であることを認識しながら、みだらな行為を行った。また、同女性とのＳＮＳ上のや

りとりにおいて、わいせつな写真等の送受信を行った。 

地区内の中学校に在籍する女子生徒に対し、「好きだ」「会いたい」等の不適切なメールを送るとともに、

市内のカラオケ店に２人で入店し、同女子生徒を抱きしめたりキスをしたりするわいせつ行為を行った。 

【セクシュアル・ハラスメント】 

顧問を務めていた部活動の複数の女子生徒に対して、「個人的な動機なしにはがんばれません。ほんとに好き

です。」などの私的な感情を含む内容のメールやＬＩＮＥを送ったり、発言をしたりした。また、私有車に同乗

させ、２人きりで出かけたり、同生徒たちの手や肩に触れたり、抱きしめたりするなどの行為を行った。 

部活動に関する悩み事があると相談してきた女子生徒に対し、相談を進めていく中で頭や肩に触れるととも

に、当該女子生徒に対して好意を持っている発言を繰り返し行った。 

「児童生徒性暴力等」とは… 
「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」より 

①児童生徒等に性交等をすること又は性交等をさせること、 

②児童生徒等にわいせつ行為をすること又はわいせつ行為をさせること、 

③刑法第182条(面会要求、自撮り要求等)、児童ポルノ法、性的姿態撮影等処罰法違反の行為、 

④痴漢行為又は盗撮行為、 

⑤児童生徒等に対する悪質なセクシュアル・ハラスメント 

※ 刑事罰とならない行為も含み、児童生徒等の同意や暴行・脅迫等の有無を問わない。 

「児童生徒等」とは･･･ 

①学校に在籍する幼児、児童又は生徒 

②１８歳未満の者をいう。 
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授業中に、授業とは全く関係のない性的な話をクラス全体の前で約１０分間にわたり行った。一部の女子生

徒から性的な話を止めるよう依頼があったにもかかわらず、重要な話という理由で性的な話を続けた。 

顧問を務めている部活動の女子生徒に対し、不適切な内容の電子メールを送信した。また、部活動指導の際

に、女子生徒の背骨付近を両手で押したり、左胸と肩の間を手の甲で叩いたりした。さらに、日常の学校生活

で女子生徒の首を触ったり、下着に係る内容の言葉を発したりするなど、女子生徒に不快感を与えた。 

 

(2) わいせつ行為等を行った教員の発言 

【わいせつ行為】 

○ 教員として悪いことをしているという自覚があった。みだらな行為のためだけに会っていた。被害者に大

変申し訳ない。同僚や子どもたち、学校にも迷惑をかけ、裏切ることになった。 

○ 駄目な行為だと認識していたが、正しい判断ができなくなっていた。 

○ 徐々に正答を導くことができるようになり、その場の雰囲気から体を触ってしまった。嫌がっている様子

もなかったので、許されていると思った。  

○ 遊び感覚でじゃれ合ってふざけていく中で、徐々に生徒との距離感がつかめなくなってしまった。わいせ

つやセクハラは女子生徒に対してはやってはいけないという認識があったが、男子に対してはそういう認識

がなく、大丈夫だと思っていた。 

〇 ＳＮＳでのやりとりをする中で、初めは相談に乗っているだけで、自分が少しでも支えてあげようという

気持ちだったが、趣味等の個人的な話をするようになり、次第に波長が合って恋愛感情を持つようになった。 

〇 女子生徒に対する想いが強かったから、不適切と思いながらもメールのやりとりをしてしまった。罪悪感

はあったが、好意を持っていてやめられなかった。 

 
【セクシュアル・ハラスメント】 

○ 私的なメールのやりとりに対する認識が甘く、自分が思いもよらない傷を与えてしまった。自分の愛情が

伝わっていたと思い込んでいたところが良くなかった。 

○ 真剣に悩む姿と何度も相談に来る様子を見て、心から守ってあげたいと思った。今思えば生徒の体に触れ

る必要はなかったが、生徒を安心させるために行った。 

○ 性的な話といえども、将来必要になると考えた。クラス全体に知ってもらうには授業中にそうした話をす

るのが一番良いと考えた。 

〇 認識が甘かった。生徒とのコミュニケーションを目標に実践してきたが、方法が誤っていた。 

 

(3) 事故発生の背景 

  ア 児童生徒等との関係を根本的に誤解している 

    教員と児童生徒は、偶然に出会うのではなく、学校において、「教え育てる側」と「学び育つ側」として

出会います。児童生徒に対するわいせつ行為等を行う教員は、この自明の前提を忘れ、児童生徒との関係を

私的なものと曲解しています。 

    また、児童生徒と同年代であって、直接指導する関係にはない者に対しても、電子メールやＳＮＳ等の

やりとりに限らず、教員としてふさわしい適切な言葉遣いや表現、立ち居振る舞い等、児童生徒に対する

関わり方と同様の関わり方が求められます。 

   

  イ 犯罪行為についての自覚が欠けている 

    児童生徒等に対するみだらな行為、わいせつな画像のやりとりや保存、超小型カメラやスマートフォンを

悪用した盗撮行為は、いずれも「児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」 「児童買春、児童ポルノに係る
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行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」、 「児童福法法」、 「県青少年健全育成条例」、 「県迷惑行

為等防止条例」などの法律や条令に違反する重大な犯罪行為です。 

    児童生徒等の心を深く傷つけ、その後の成長に大きな影響を与える行為であり、決して許すことはできま

せん。さらに、教員としての責務を考慮すれば、社会に対する背信行為であるといえます。加害者において

は、正当化の余地がない重大な犯罪行為を行ったことについての自覚が著しく欠けています。 

 

ウ 児童生徒・保護者の視点が欠けている 

児童生徒に対してセクシュアル・ハラスメントを行った教員が、「性的な意味はなかった」「無自覚的な

行為であった」などと振り返る場合があります。しかし、振り返るべきは、自分の認識についてではなく、

被害を受けた児童生徒やその家族のことです。間違いなく被害児童生徒は、傷つきます。被害児童生徒が将

来にわたって受ける大きなダメージや、その家族が抱く失望感は、正常な教員であれば誰でも想像できるこ

とです。 

 

  エ 「周囲の目」が届かない場が増えている 

    児童生徒性暴力等は、自覚的に、故意に行われる行為であるため、加害者は周囲の目を逃れようと努めま

す。学校においては、それが可能な場は少なかったのですが、電子メールやＳＮＳ等を連絡手段として用い

ることが一般的になり、学校外の閉め切られた個室における一対一の状況下と同じ意味合いである電子メ

ールやＳＮＳ等によるやりとりは、同僚等を含めた「周囲の目」が届かない場となり、気付くこと自体が難

しい状況になっています。 

 

オ 個人指導がみだりに行われている 

 個人指導がわいせつ行為等の温床となっていることは明らかです。指導の趣旨を考え、適正な指導方法を

検討し、実施することが必要なのですが、わいせつ行為等を行った教員には、意図的にわいせつ行為等を行

える場面や状況を作る傾向があるので、周囲の教員による配慮が重要です。 

 

カ 独りよがりな判断で「自分しかいない」と思い込んでしまう 

 児童生徒等から私的なことも含めた個人的な相談を受け、対応を重ねるうちに、独りよがりな判断で、児

童生徒等の状況を改善できるのは自分しかいないと思い込んでしまったり、児童生徒から好意を持たれて

いると思い込んだりして児童生徒性暴力等へと至るケースがあります。児童生徒等からの相談等について

も、決して自分一人だけで解決しようとせず、教員間で必ず情報共有するとともに、同僚や管理職と連携し

て対応しなければなりません。 

 

キ 兆しが見過ごされる 

個人指導の対象者や回数、場所などに不自然さがある、児童生徒間で噂になるなど、児童生徒性暴力等に

は何らかの兆しが認められる場合がありますが、教員同士、教員・児童生徒間のコミュニケーション等が不

十分であると、これらの兆しが見過ごされてしまいます。兆しについて職場の誰かが気付いていたというこ

とが、後から分かるケースも少なくないため、児童生徒、教職員、管理職間に相談しやすい雰囲気があるこ

とが未然防止及び早期発見のために重要です。 

 
(4) 未然防止のポイント 

 当事者として  
○ 恋愛感情の有無や指導の経緯にかかわらず、児童生徒性暴力等は正当化することができない行為であること
を認識する。 

○ 児童生徒との私的な関係はあり得ないことを認識し、児童生徒とのあらゆる関わりにおいて緊張感を持つ。 
○ 児童生徒に対する完全に隔離された場所（密室）等における一対一の指導は厳に謹む。児童生徒のプライバシ
ー確保等のためそれが必要な場合は、必ず複数の教員で指導する。 
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学校種別年代別

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 総計

小学校 1 1 1 3

中学校 4 1 2 1 8

高等学校 3 1 2 2 8

特別支援学校 1 1 2

総計 9 3 5 3 1 21

○ 児童生徒に対する不用意な身体接触を避ける。身体接触が必要な場合は、他の児童生徒・教員の支援を受ける
などする。 

○ 教員による身体接触を、児童生徒が拒むことは難しいことを理解する。 
○ 児童生徒等を自宅に招いたり、特段の必要がないのに車に乗せたりしない。 
○ 教科準備室や空き教室等の目的外使用を行わない。 

 
○ 児童生徒との私的な電子メールやＳＮＳ等（以下「ＳＮＳ等」という。）のやりとりは行わない。 
※ 私的なやりとりとは、児童生徒との個人的に過度に踏み込んだ内容を含んだやりとりのことです。具体
的には、第三者（保護者や管理職、同僚）に見せることができない内容や理解を得ることができない表現
等がこれに該当します。 

※平成２８年度から令和７年度までの過去１０年間の児童生徒に対するわいせつ・セクハラ事案（盗撮を除

く）のうち、実に６５％で私的なＳＮＳ等のやりとりが行われています。このことから、令和６年度の児

童生徒に係る性暴力等の被害実態調査から、児童生徒との私的なＳＮＳ等のやりとりの有無についても確

認しており、今後も継続します。 

○ 児童生徒から相談があった場合など、業務上必要なやりとりであっても、管理職をはじめ、他の教職員と

共有し、複数対応を行うなど組織的に対応する。 

※ 児童生徒からアドレス等の連絡先を収集する際は、管理職に報告するとともに、保護者の同意を得るこ

とが必要です。 

※ 教育相談は校内で行うことが原則です。 
 

 
 同僚として  
○ 児童生徒から、同僚による性暴力等の被害の訴えがあった場合は、直ちに管理職に相談する。 
○ 同僚が、児童生徒と職務を逸脱したやりとりをしている場合や特定の児童生徒に対する指導を不自然に繰り
返している場合は、同僚本人、他の同僚又は管理職とともに状況を確認する。 

○ 同僚による児童生徒に対する言動が、セクシュアル・ハラスメント等に該当し得ると判断した場合は、同僚本
人、他の同僚又は管理職とともに状況を確認する。 

○ 同僚による児童生徒に対する指導において、複数の教員による対応等の手立てを講ずる必要がある場合は、必
要な協力を行う。 

 
 管理職として  
○ 児童生徒性暴力等の兆しや被害の訴えがあった場合は、被害児童生徒を守ることを第一に考えて対応するとと 
 もに、学級担任、部顧問等だけに対応を任せず、自ら対応し、問題が内在化しないようにする。 
○ 指導における教員と児童生徒との関係に留意し、必要に応じて、同僚教員や管理職の役割について検討する。 
○ 相談窓口を整備するとともに、相談があった場合の対応について具体的なシミュレーションを行う。 
○ 全体から孤立して児童生徒に対する指導を行う傾向のある教員に対し、同僚との情報交換や連携を図るよう促 
 すとともに、必要な環境整備を行う。 
○ 教科準備室や空き教室等における目的外使用の実態があれば、これを是正する。 
○ 密室等における児童生徒に対する個人指導や電子メールやＳＮＳ等による私的なやりとりの禁止について、そ 
 の適切な方法を検討の上、教員に対し具体的に説明する。 

 

【資料】児童生徒等に対するわいせつ行為の傾向（H28～R7年度）（単位：件） 

ア 処分件数の推移             イ 校種別・年代別件数 
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【資料】児童生徒等に対するセクシュアル・ハラスメントの傾向（H28～R7年度）（単位：件） 

ア 処分件数の推移             イ 校種別・年代別件数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文部科学省通知 

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針の策定について（抜粋） 

３文科初第1351号 

令和４年3月18日 

 

 第204回国会において成立し、令和３年６月４日に公布された「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等

に関する法律」（令和３年法律第57号。以下「法」という。）については、「教育職員等による児童生徒性暴力

等の防止等に関する法律の施行期日を定める政令（令和４年政令第22号）」により、一部の規定を除き、令和４

年４月１日に施行されます。 

 法第 12 条において、文部科学大臣は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を総合的かつ

効果的に推進するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めることとされておりますが、この度別

添のとおり基本指針を策定しました。 

（略） 

 基本指針においては、法の基本理念や国会における附帯決議を踏まえ、教育職員等による児童生徒性暴力等の防

止や早期発見及び対処に関する事項、教育職員等の任命又は雇用に関する事項及び特定免許状失効者等に対する免

許状の再授与に関する事項等について、各関係者が実施すべき施策等を示しています。 

 これらの主な内容として、 

 （１）児童生徒性暴力等の防止に関する施策については、 

   ・全ての教育職員等が適切な対応がとれるよう、外部専門家による研修や校内研修等により教育職員等の啓発

を図ること 

   ・児童生徒等に対して、何人からも児童生徒性暴力等により自己の身体を侵害されることはあってはならない

こと等について周知徹底を図ること 

 （２）児童生徒性暴力等の早期発見及び対処に関する施策については、 

  ・定期的なアンケート調査や相談窓口の周知等により事案の早期発見に努めること 

   ・児童生徒性暴力等の事実があると思われる場合には、学校の設置者が初期段階から積極的に対応し、専門家

の協力を得て中立・公正に調査を実施すること 

   ・悪しき仲間意識等から必要な対応を行わないことはあってはならず、放置したり隠蔽したりする場合にはこ

の法の義務違反や信用失墜行為として懲戒処分の対象となり得ること 

（略） 
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＜別紙＞ 

「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」から抜粋 

（略） 

（定義） 

第二条 ２ この法律において「児童生徒等」とは、次に掲げる者をいう。 

     一 学校に在籍する幼児、児童又は生徒 

     二 十八歳未満の者（前号に該当する者を除く。） 

    ３ この法律において「児童生徒性暴力等」とは、次に掲げる行為をいう。 

     一 児童生徒等に性交等をすること又は児童生徒等をして性交等をさせること。 

     二 児童生徒等にわいせつな行為をすること又は児童生徒等をしてわいせつな行為をさせること。 

（略） 

     四 児童生徒等に次に掲げる行為であって児童生徒等を著しく羞恥させ、若しくは児童生徒等に不安を 

      覚えさせるようなものをすること又は児童生徒等をしてそのような行為をさせること。 

      イ 衣類その他身につける物の上から又は直接に人の性的な部位その他の身体の一部に触れること。 

      ロ 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器 

      を差し向け、若しくは設置すること。 

     五 児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるも 

      のをすること。 

（略） 

（教育職員等の責務） 

第十条 教育職員等は、基本理念にのっとり、児童生徒性暴力等を行うことがないよう教育職員等としての倫理の

保持を図るとともに、その勤務する学校に在籍する児童生徒等が教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと

思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。 
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教職員は子どもたちをわいせつ被害から守る立場にあります！ 
 

 ○教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 

 （児童生徒性暴力等の禁止） 

 第３条 教育職員等は、児童生徒性暴力等をしてはならない。 

 

 ○福島県青少年健全育成条例 
 （学校、職場等の関係者の責務） 

 第４条 学校及び職場の関係者その他青少年の健全な育成に係る関係者は、その職務又は活動を通じ、相互に連携し、自主的か

つ積極的に青少年の健全な育成に努めなければならない。 

 (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 

 第２４条 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 

 ２ 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。 

 ３ 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。 

 

 ○児童福法法 

 第３４条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 

 ６ 児童に淫（いん）行をさせる行為 

 

 ○児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 
 （児童ポルノ所持、提供等） 

 第７条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者（自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、か

つ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。）は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的

好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描

写した情報を記録した電磁的記録を保管した者（自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であるこ

とが明らかに認められる者に限る。）も、同様とする。 

 ２ 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号の

いずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記

録を提供した者も、同様とする。 

 ５ 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録

媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 

 

○福島県迷惑行為等防止条例 
  （卑わいな行為の禁止） 
 第６条 
 ３ 何人も、みだりに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にお

いて、当該状態でいる他人の姿をのぞき見し、若しくは撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置しては

ならない。 

 

 

 

 

元高校教諭がみだらな行為、女子生徒が自殺未遂 保護者が大分県に賠償提訴  

 大分県内の県立高校に勤務していた元男性教諭（33）＝2019 年 7 月に懲戒免職処分＝が教え子の女子生徒

（18）にみだらな行為をし、関係に悩んでいた女子生徒が自殺を図り重度の意識障害を負っていることが判明

した。保護者は県を相手取り、今年1月14日付で総額約1億3000万円の損害賠償を求める訴えを大分地裁に

起こした。 

 女子生徒は低酸素脳症などで昏睡（こんすい）状態が続いており、保護者は訴状で 「教師の立場を利用して

未成年と関係を持ち、自殺未遂に至るまで精神的に追い詰めた」とし、後遺障害の慰謝料や治療費などを県に

対し求めている。 

毎日新聞2020年2月14日 
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２ わいせつ行為等② 

     － 児童生徒等以外に対するわいせつ行為等 －  
 

(1)  該当行為の例 

 女性の自宅において酒に酔った状態で会話をする中、次第にみだらな気持ちになり、みだらな行為に誘う発言

をするとともに、同女性の腹部を触るなどの行為を行った。 

 宿泊を伴って行われた有志との宴席において、女性に対して、自分とみだらな行為をしたいのかのような発言

を繰り返したり、肩を抱いたりキスをしたりした。 

 勤務校の女性教員を誰もいない教室に招き入れて抱きしめた。また、ＳＮＳで不適切なメッセージを送信する

などしたことにより、同教員に不快感とともに不安や恐怖を与えた。 

 同じ学校に勤務する女性職員１名に対し、臀部に触れる行為を繰り返し、同職員に不快な思いをさせた。また、

職員を呼び出し、二人きりの状況で同職員の胸部と臀部に触れたり、同職員のマスクを外して顔を近づけたりす

ることにより、同職員に不快な思いをさせた。 

 私用で県外を訪れた際、ＪＲ車内において１８歳以上の一般女性のスカートの中に右手を入れる痴漢行為を行

った。（東京都迷惑防止条例違反の疑いで通常逮捕） 

 

(2) わいせつ行為等を行った教職員の発言 

○  「やめてください。」と言われてセクハラになると思った。私の判断が甘く、軽率な行動をとってしまった。 

○ 発言は全て詳細に覚えているものはないが、酔った勢いで行ったのだと思う。そのときは自覚がなかったが、

今は（セクハラだと）認識している。管理職としてあってはならない愚かな行為を犯し皆さんに迷惑をかけた。 

○ 自分の至らなさであり、申し訳なかったと思う。管理職として不適切だったと思う。 

○  「事事を頑張れよ」という気持ちで身体的接触を行い、これくらいなら許されるだろうという思いがあった。 

〇 酒に酔い、冷静な状態ではなかった。対面に立っている女性を見て、女性の体に触れたいという思いになっ

た。 

 

(3) 事故発生の背景 

ア 同僚等との関係を根本的に誤解している 

  教員は、児童生徒を「教え育てる側」として協力する関係です。同僚等に対するわいせつ行為等を行う教員は、

この自明の前提を忘れ、同僚等との関係を私的なものと曲解しています。また、セクシュアル・ハラスメントを

行った教職員が、該当行為により親近感を高められるなどと弁解する場合があります。しかし、該当行為や類似

する行為により形成される「親近感」については、職場における必要性は認められません。基本的な資質・能力

に欠けていると言わざるを得ません。 

 

イ 犯罪行為についての自覚が欠けている 

  わいせつ行為は重大な犯罪行為であり、教員としての責務を考慮すれば、社会に対する背信行為であるといえ

ます。加害者においては、正当化の余地がない重大な犯罪行為を行ったという自覚が著しく欠けています。 

 

ウ 潜在的な上下関係が周囲に理解されていない 

  一般に、学校組織は中間管理職のいない「鍋蓋組織」であり、教員間における上下関係は比較的希薄であると

されています。しかし、一方で、校務分掌等を通して、専門性や勤務経歴に基づく上下関係が形成されやすいの

も事実です。このような潜在的な上下関係が周囲に理解されず、わいせつ行為等に該当する行為が、双方合意の

もと行われていると誤解される場合があります。また、個別の教職員に対し執拗に繰り返される何気ないやりと

りはパワー・ハラスメントの温床にもなり得ると考えなければなりません。 
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エ 根強い性差別意識 

  わいせつ行為等の状況は多様ですが、発生の原因や背景には、性差別意識に基づく言動があると考えられま

す。酒席で、上司側に座席を指定したり、お酌を強要したりするなどの行為があげられますが、このような意

識が、特に酒席の場において、個人としての尊厳を不当に傷つける不祥事事案へと発展していることを認識

し、言動に留意しましょう。 

 

(4) 未然防止のポイント 

【セクシュアル・ハラスメント】 

 当事者として  

○ どのような状況であっても、該当し得る言動を職場で行わない。 

○ 該当し得る言動を、「相手の合意」を理由に正当化しない。 

○ 自らが無意識に行う言動についても、該当し得る内容がないか客観的に確認する。 

 同僚として  

○ 目的や合意の有無にかかわらず、該当し得る言動を行う同僚がいれば、同僚本人を含む複数の教職員で注意を

喚起する。 

○ 該当し得る言動を受けている同僚がいれば、相手にとって話しにくい内容であることを踏まえて、丁寧に相談

に応じる。 

○ 管理職が該当し得る言動を行っている場合など、職場における対応が困難な場合は、県教育委員会（事務職員

は教育総務課、小中学校は義務教育課、高等学校は高校教育課、特別支援学校は特別支援教育課）に相談する。 

 管理職として  

○ 目的や合意の有無にかかわらず、該当し得る言動は職場に必要ないことを、管理職として明確に指導する。 

○ 被害が潜在化することがないよう、教職員間の人間関係を観察し、その実態を把握する。 

○ 防止について相互に注意喚起ができる職場環境づくりに努めるとともに、被害発生時の早期対応のため、相談

窓口の整備等を行う。 

 

【資料】児童生徒等以外に対するわいせつ行為等の傾向（H28～R7年度）（単位：件） 

ア 処分件数の推移             イ 年代別件数 
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３ わいせつ行為等③ 

     － 盗撮 －  

(1)  該当行為の例 

 部活動の遠征試合のため女子生徒を引率して県外の旅館に宿泊した際、女子生徒たちが館外で夕食後の

練習を行っている最中に、誰もいない女子生徒たちの部屋に勝手に入り、干してある下着など数点を個人

のカメラで撮影した。 

 入浴中の女性を盗撮する目的で２軒の住宅の敷地に侵入し、それぞれの住宅の１階浴室外側の窓付近に小型

カメラを設置した。（住居侵入と性的姿態撮影処罰法違反（盗撮未遂）の容疑で逮捕） 

 勤務する中学校の女子更衣室に、盗撮目的でカメラを設置した。（福島県迷惑行為等防止条例違反の容疑で逮

捕） 

 商業施設の女性用トイレに侵入して個室内の女性を撮影しようとし、建造物侵入の容疑で逮捕され、罰金１

０万円の略式命令を受けた。 

 盗撮目的で勤務校の男性用トイレの個室内に侵入して小型カメラを設置し、同個室内を使用していた被害者

の様子を撮影して記録した。これらにより、刑法違反（建造物侵入）、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及

び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律違反（性的姿態等撮影）及び

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反（児童ポルノ製造）

の罪で略式起訴され、同日付けで罰金７０万円の略式命令を受けた。 

(2)  盗撮を行った教職員の発言 

○ 遠征先ということもあり、気持ちが緩んでいた。県外の旅館では誰にも見つからないという思いがあった。 

○ 盗撮を行いたいという欲に負けてしまった。 

〇 中での着替えが見られたらいいという下心もあった。わいせつ目的も否定できない。 

○ 申し訳ない気持ちでいっぱいである。生徒に「こういう先生に教わっていた」という気持ちにさせてしま

うと思う。 

○ 興味があって盗撮を行ってしまったが、学校は生徒にとって、安心して生活する場であるにもかかわらず、

裏切る行為をしてしまった。申し訳ない。 

(3) 事故発生の背景 

ア 犯罪行為との自覚があってもやめられない依存性 

  加害教員は、盗撮は重大な犯罪行為であることを自覚しながら、ストレス解消等の目的で始め、やめようと思

ってもやめられない依存状態となり、発覚に至るケースが目立ちます。加害教員自身の満たされない感情を優先

し、被害者に多大な恐怖と不安を与えることについての自覚が著しく欠けています。 

イ カメラの小型化・高性能化により撮影が容易になっている 

  スマートフォンの普及もあり、多くの人が高性能小型カメラを携帯している世の中になりました。加害教員の

中には、防犯目的で販売されている遠隔操作が可能な高性能小型カメラを、インターネットを通じて盗撮目的で

購入した事例もありました。技術の進化には光と影の部分が必ずありますが、教員は、児童生徒に対して情報モ

ラルを指導する立場であることを強く自覚する必要があります。 

(4) 未然防止のポイント 

 当事者として  

○ 盗撮は重大な犯罪行為であるだけでなく、被害者に多大な恐怖と不安を与える行為であることを理解する。 

○ 盗撮行為が学校で行われた場合には、直接的な盗撮被害に遭わなかった場合であっても、児童生徒や通常の学

校教育活動全体にも多大な影響を与えることを理解する。 

○ ストレスは誰しも抱えるものではあるが、盗撮を行った加害教員はストレスの蓄積が引き金となったと発言す 
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   教職員は児童生徒に情報モラルを指導する立場にあります！ 
 

   児童生徒をネット被害から守り、情報モラルを育てる役目を求められているにも関わらず、ＳＮ

Ｓを介した不祥事が発生しています。改めて、ＳＮＳやメールの利用法について、再確認すること。 
 

(1) 投稿した内容は、誤解されませんか。 

      教育公務員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。たとえ、学校や生徒の固有名詞を

記載しなかったとしても、その他の内容や投稿された写真などから特定される可能性があります。

また、匿名の投稿であっても、投稿者の特定は可能です。 

   また、一度投稿した内容は、完全に削除することはできません。その投稿は、常に、児童生徒・

保護者及び地域社会の目に触れていると考え、意識した発言をしなければなりません。 

  (2) 児童生徒や保護者と「友だち」になっていませんか。 

一部の保護者、児童生徒とのつながりは、意図しない誤解を招く可能性があります。たとえ、現

在、「友だち」のような親しい関係になっていたとしても、その関係は、教員と児童・生徒、教員と

保護者の関係から始まっています。「子どもが世話になっている先生だから」「部活の顧問だから」

と常に学校が接点となった関係であることを意識しなければなりません。 

 また、保護者からの相談等に、ＳＮＳやメールを利用すると、やりとりの中で万が一不用意な発言

があった場合に、記録に残りトラブルにつながる可能性があります。 

  (3) 私的な端末を不適切に使用していませんか。 

    私用のスマートフォン等のカメラ機能を用いて児童生徒を撮影することは禁止されていますが、Ｓ

ＮＳや電子メール等により、児童生徒と私的なやりとりを行うことは絶対に行わないでください。 

るケースが目立つことから、公私を問わず、自身が抱えるストレスをため込まず、親しい人に相談するなど、健

全に向き合うことを意識する。 

 同僚として  

○ 校内業務を一部の教員に依存している部分がないか確認する。課題がある場合は積極的に協力し、同僚と連携

しながら自らの役割を十分に果たす。 

○ 普段と様子が異なる教員に対しては、積極的に声をかけたり、必要に応じて相談に応じたりする。 

 管理職として  

○ 校内の巡視等の際、トイレや更衣室等の状況は特に気をつけて確認する。 

○ 校内業務を一部の教員に依存している部分がないか確認する。課題がある場合は業務分担の適正化を図る。 

○ 普段と様子が異なる教員に対しては、積極的に声をかけ、必要に応じて相談に応じる。 
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福島県教育委員会「盗撮防止ガイドライン」 

１ 目的 

本ガイドラインは、教職員が教育に携わる者としての使命と責任を自覚させるとともに、児童生徒性暴力

等のうち特に盗撮行為の根絶・未然防止により、全ての児童生徒が安心して教育を受けられる環境を確保す

ることを目的とする。 

 

２ 日頃からの組織的な防止体制の構築 

教職員への研修等を通じて組織的な指導体制を確立する。また、アンケート調査等の実施により、被害

の早期発見及び未然防止に努める。 

（１）教職員への研修 

チェックシート「児童生徒性暴力等の防止等に関する教師の服務規律の確保の徹底」等により教職員

への研修を実施する。 

（２）情報の共有 

教職員と特定の児童生徒が過度に親密な関係にならないよう、児童生徒に関する情報は、必ず複数の

教職員で共有し、組織的に対応する。 

（３）アンケート調査 

県教育委員会が、毎年度、定期的に実施している「児童生徒性暴力等に関する被害実態調査」を通じ

て、被害の早期発見と未然防止に努める。 

（４）相談窓口等の周知 

スクールカウンセラーの活用等、各学校において、児童生徒が悩み等を相談しやすい環境を整えると

ともに、児童生徒が相談できる場所の周知に努める。 

 

３ 児童生徒の撮影及び撮影データの厳格な管理 

教職員による不適切な撮影により盗撮の疑念を招かないこと、また、加害・被害を未然に防止するた

め、以下のルールを徹底する。 

（１）私的な端末による撮影禁止 

教職員個人のスマートフォンやカメラ等、私的な端末で、児童生徒を撮影することを禁止する。 

※本ガイドラインにおいて、教職員とは、学校で勤務する全ての職員を指す。 

（２）公用の端末による児童生徒の撮影 

学校が所有するカメラ等、公用の端末であっても、教育活動上の必要性を明確にし、不必要な撮影を

しない。 

（３）撮影データの管理 

公用の端末で撮影した画像・動画については、情報セキュリティポリシー等に基づき、適切に管理す

るとともに、管理職の許可なく校外へ持ち出すことを禁止する。 

教育長通知 
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４ 盗撮を未然に防止するための環境整備 

トイレ、教室及び更衣室など、児童生徒や教職員が利用する施設について、不審な設置物がないか点検

を行う。また、物理的な死角をなくすとともに、点検による未然防止の効果の実効性を高めるよう工夫す

る。また、普段とは異なる「違和感」への感度を高める観点から、日頃からの整理整頓に努める。 

（１）点検の実施 

・ 日常点検については、清掃指導や巡回等の際に、不審な物がないかなどを確認する。 

・ 定期点検については、少なくとも学期に1回、学校保健安全法に基づく施設及び設備の安全点検と
合わせて行う。 

・ 臨時点検については、抜き打ちによる実施も含め、学校の実態等に応じて、適時適切に行う。 

（２）点検の際の留意点 

・ 点検は、基本的に、複数の職員がペアになって実施する。 

・ 点検の実施者及び点検場所について、特定の職員に偏ることのないよう計画する。 

・ 点検の実施に当たっては、「盗撮防止のための点検のポイント」により、点検のポイントを把握し
た上で実施する。 

  ※警察庁作成の「盗撮事犯に係る防犯対策」も参考とする。 

・ 点検と併せて、施設や設備で修繕が必要な箇所等があれば確認して、管理職に報告する。 

（３）整理整頓の徹底 

教室等の死角をなくすため、日頃から整理整頓を行い、不審な機器（隠しカメラ等）が設置されにく

い環境を作る。 

 

５ 事案発覚時の対応 

盗撮や盗撮が疑われる状況が発覚した場合は、被害者保護に十分配慮するとともに、管理職や教育委員会

への報告、警察への通報等、関係機関等との速やかな連携に努める。 

事案発生 

 

管理職への報告と状況の確認 

盗撮や盗撮が疑われる状況が発覚した場合、近くにいる教職員と連携し、速やかに管理職に報告するとともに、当該の状況等

を確認し、必要に応じて、証拠となるカメラ等の保管や発覚場所の写真を記録することも含めて、適切に情報を整理・記録す

る。 

   

被害児童生徒の保護 

○ 児童生徒が被害者の場合は、必要に応じて、当該児童

生徒から状況等について聞き取りを行うとともに、保護

者に迅速かつ丁寧に説明する。 

○ 聞き取り時及び事案発覚後、スクールカウンセラーに

よるカウンセリングの実施の調整等を含め、被害児童生

徒の動揺・不安等への心のケアに十分配慮する。 

 

教育委員会への報告、警察との連携等 

○ 事案発覚の報告を受けた管理職は、当該の状況等を確認

や被害児童生徒及び保護者への対応を指示するとともに、

概要を整理して、教育委員会へ速やかに報告し、教育委員

会からの指示等を受けて対応する。 

○ 教育委員会への報告と併せて、域内の警察署に速やかに

通報し、警察からの指示等を受けて対応する。 
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文部科学省通知                                ７文科初第904号 

令和７年７月１日  

各都道府県教育委員会教育長 

              殿 

各指定都市教育委員会教育長 

文部科学省初等中等教育局長        

望 月  禎       

児童生徒性暴力等の防止等に関する教師の服務規律の確保の徹底について（通知） 

 

教師が児童生徒等を盗撮し、画像などをSNS上の教師間のグループで共有し逮捕されたとの事案が

報道されておりますが、こうしたことにより教師への信頼が損なわれるような状況が生じていること

は極めて遺憾です。 

教師による児童生徒性暴力等の事案が発生していることは言語道断であり、決してあってはなりま

せん。 

教師の立場を悪用して児童生徒性暴力等を行うことは、児童生徒等の尊厳と権利を著しく侵害し、

生涯にわたって心身に対する重大な影響を与えるだけでなく、教師が行う教育活動に対する児童生徒

等や保護者からの信頼を著しく低下させ、安心した学校生活を脅かしかねません。児童生徒等の成長

を真に願いながら日々真摯に子供たちに向き合っている大多数の教師や、ひいては学校教育全体の信

用が毀損されることにもなり、断じて許されるものではありません。 

文部科学省においては、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律（令和３年法律

第57号）（以下「教員性暴力等防止法」という。）や同法に基づく「教育職員等による児童生徒性暴力

等の防止等に関する基本的な指針」（令和４年３月18日文部科学大臣決定。令和５年７月13日改訂。

以下「基本指針」という。）に定める事項の確実な実施を求めてきたところですが、各教育委員会にお

かれては、児童生徒性暴力等の防止等に関して、教師の服務規律の確保を徹底するとともに、今一

度、教員性暴力等防止法及び基本指針を確認し、教師による児童生徒性暴力等の防止のため研修を改

めて実施するなど、必要な措置を講ずるようお願いいたします。特に、研修等に当たっては、教員性

暴力等防止法第２条第３項各号に規定する行為は児童生徒性暴力等に当たり原則懲戒免職処分の対象

となること、その際、児童生徒性暴力等については、児童生徒等の同意や暴行・脅迫等の有無は問わ

ないことを含め、今一度周知を徹底していただくようお願いいたします。 

また、被害を未然に防止する観点からは、教師と児童生徒等が第三者の目が行き届きにくい環境と

なる場面をできる限り減らしていくことが重要であり、執務環境の見直し等による密室状態の回避や

組織的な教育指導体制の構築などの措置を講じるようお願いいたします。 

さらに、今回の事案にも関することですが、盗撮防止にあたっては、教室やトイレ、更衣室等の定

期的な点検を行うことや、教室等を常に整理整頓し、カメラ等を設置できないような環境にしていく

ことが重要です。また、教師がSNS等を用いて児童生徒等と私的なやりとりを行ってはならないこと

はもとより、教師個人のスマートフォン等の私的な端末で児童生徒等を撮影することのないよう、ま

た、学校所有等の端末で撮影する場合であっても児童生徒等の画像を管理職の許可なく学校外に持ち

出すことのないよう徹底していくことが必要です。 

また、事案の早期発見・対応のため、教員性暴力等防止法及び基本指針を踏まえ、引き続き、児童

生徒等や教師等に対する定期的なアンケート調査の実施や、被害児童生徒やその保護者等が安心して

相談できる環境の整備などに取り組むようお願いいたします。教師による児童生徒性暴力等が行われ

る事態が生じた場合には、任命権者におかれては、教員性暴力等防止法及び基本指針に基づき、原則

として懲戒免職にするなどの厳正な処分の徹底をお願いいたします。 

また、各教育委員会等が設置する相談窓口等を改めて児童生徒や保護者に対してしっかりと周知を

行い、相談があった場合には各教育委員会において、警察等の関係機関と迅速に連携することも含め

て、適切に対応するよう、お願いいたします。 

児童生徒等を教師による性暴力等の犠牲者とさせないという断固たる決意の下、各関係者が一丸と

なって実効的な措置を講じていただきますようお願いいたします。 
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４ 体罰  

(1) 該当行為の例 

【授業中等】 

 担任する男子児童１名を授業中に指導する際、同児童の言葉や動作を他の児童の前でまねしながら、その

善し悪しを問いただす等の不適切な言動により、同児童に精神的な苦痛を与えた。 

 忘れ物をした児童８名に対して給食を無理に食べさせたり、給食のマスクを忘れた児童２名や授業中私語

が多い児童１名に対して口にガムテープを貼ったり、授業中手遊びを止めない２名の児童の手とペンをガム

テープで巻いたりした。さらに、授業中、ふざけていた児童２名を長時間廊下に立たせたり、休み時間、友

達への悪口を止めない児童１名をベランダに出し鍵をかけたりした。 

 「自立活動」の授業において、発声・発語のための息を出す指導として、小学部の児童３名に対し、口に

布ガムテープや養生テープを貼り、口を塞いで指導していた。 

 担任を務める児童に対して、忘れ物やノートの取り方について繰り返し指導してきたことが改善されない

ことに苛立ち、同児童が指導に従う態度を示したにもかかわらず、他の児童がいる前で、「（指導された行

動を）やめないで。これからも続けるんだよ。こういうの面白いから。」と発言したり、個別指導の際、

「馬鹿じゃないの」と発言したりするなど、同児童を侮蔑する言動を行った。 

 担任している児童が自分に対する悪口を言っているとの話を聞き、同児童の胸ぐらを掴み、体を揺さぶっ

た。 

【部活動関係】 

 練習試合会場等において、生徒７名に対して、複数回、右平手で左頬を叩いた。椅子に座ったまま、左足

で正座していた生徒の胸部を蹴った。 

 部員１名に対して部活動中に２度くらい突き飛ばしたり、別の部員１名に対して部活動中に２度くらい平

手で叩いたりした。また、別の部員１名に対し、部活動中に複数回、平手で叩き、けがを負わせた。さら

に、厳しく叱責した同生徒が部活動を抜け出したにもかかわらず、夜１０時頃に発見されるまで放置した。 

 顧問を務める部活動の指導で、生徒が期待に応じていないと感じたことなどに対して、侮蔑的な言動を繰

り返した。 

 顧問を務める部活動の指導をしてした際に男子生徒の背中を叩き、けがを負わせた。また、同生徒や別の

男子生徒に対して、試合で負けたことを責める発言を行った。 

(2) 体罰を行った教員の発言 

【授業中等】 

○ 今思うと、みんなの前でまねをされるのは、すごく辛かったと思う。その時は、受け止めてくれているの

かなと思った。 

○ 体罰に関するチェックシートも行っていたが、４月からの担任になり、児童に対する指導が上手くいかな

いため、焦りがあった。 

○ 鼻から息を出す感覚が分かるのではないかと思い、口を塞ぐ方法として布ガムテープが思い浮かんだ。貼

ったときに、後ろにのけぞり嫌がっていたと思う。 

○ きちんとさせたいという意図はあった。冷静ではなかったので相手の気持ちを考えていなかった。別な地

区で起こった「○○が調子に乗っているからみんなでいじめよう」と板書した件について新聞等も見ていた

が、人ごとだと思っていた。 

○ 生徒に悪びれた様子がなかったから怒りがこみ上げてきた。殴る、蹴るは体罰と認識していたが、殴る直

前は、その意識より、怒りが先行してしまった。 

○ 自分一人で指導でき、児童に自分の気持ちを分かってもらえると思ってしまった。 
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【部活動関係】 

○ 自分も高校時代にけがに苦しめられたので、危険、けが防止のためなら正しいことではないが、許される

と思っていた。 

○ 部活動の生徒をしっかりさせたいとの思いが強く、生徒の気持ち等が見えていなかった。自分も体罰を受

けたときは自分自身に原因があったと受け止めていた。昔の考えを今の生徒に押し付けてしまった。 

○ 自分としては改善したつもりであったが、怒鳴ったりすることが多かった。  

○ 部活動を強くしたいという思いが先行してしまった。 

 

(3) 事故発生の背景 

【共通】 

ア 体罰は決して許されない 

  そもそも体罰は重大な人権侵害であり、同じ行為を一般人に行えば、犯罪行為であることは明らかです。体罰

は、学校教育法において禁止されている違法行為であり、児童生徒の心に深刻な影響を与え、教育への信頼を失

墜させる行為であり、決して許されるものではありません。なお、懲戒目的での有形力の行使はもちろんですが、

侮蔑的な言動を行った場合も処分等の対象となります。 

 

イ 「児童生徒に対する懲戒」について理解されていない 

  学校教育法第１１条により「児童生徒に対する懲戒」としての体罰が禁じられていることを考えれば、部活動

指導中、児童生徒に知識・技能の向上を求める際に行われるような体罰には、より多くの問題があるといえます。

「児童生徒に対する懲戒」の必要がない場合における暴力は、もはや体罰ですらなく、悪質な「児童生徒に対す

る暴行」であると言わざるを得ません。 

 

ウ 体罰が指導の方法となっている 

  児童生徒の問題行動等に対して直ちに体罰が行われているような事例においては、加害教員において、体罰が

指導方法の一つとして習慣化されていることが疑われます。また、継続的な体罰は、教科準備室等の個室におい

て行われる傾向があります。指導方法の改善は、教員の重要な使命ですが、体罰が指導方法として習慣化されて

いるような場合は、その教員自体の、教員としての在り方そのものに問題があると言わざるを得ません。 

 

エ 児童生徒の反応を受けて感情的になる 

  児童生徒の問題行動に際し、口頭による指導を行っていても、その指導に対する児童生徒の反応（指導を素直

に受け入れない、なかなか改善がみられないなど）を受けて感情的になり、体罰に至る場合があります。丁寧に

指導しようと努めても、感情的になってしまうことはあるので、普段から具体的な指導の場面を想定するなどし、

見通しを立てた指導を行う必要があります。怒りの感情を児童生徒に向けるのではなく、アンガーマネジメント

により怒りを制御することも重要です。 

 

【授業中等】 

ア 学習指導上の準備が不足している 

  児童生徒の授業中の行動や態度等を注意した結果、体罰に至る事例が多くありますが、授業中における児童生

徒の行動は、学習指導との関連で考えられるべきものです。授業中に発生することが想定される行動であれば、

学習指導の一環として、あらかじめ適切な対応策が検討されなければなりません。 
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イ 生徒指導の負担が一部の教職員に偏っている 

  服装指導等の生徒指導における体罰は、学級担任や教科担任としての関わりがない児童生徒に対して行われる 

場合があります。このような体罰が、生徒指導担当者等としての責任感から行われているのならば、同僚教員も、 

自らの役割を適正に果たしているのかを省みる必要があるのではないでしょうか。生徒指導は組織的に機能させ 

るべきものであり、それが一部の教員に任せられているような状況があれば、学校として改められなければなり 

ません。 

 

【部活動関係】 

ア 指導力向上のための努力が不足している 

  体罰により児童生徒の知識・技能は向上しません。 「ミスを繰り返す児童生徒に有形力を行使する」という方

法がどれ程劣っているのかは、これを学習指導に置き換えれば明らかであり、指導力の向上に努める教員であれ

ば、あり得ない判断です。これまでの指導方法を改めなければなりません。 

 

イ 負担感や期待感の反動で感情的になる 

  部活動の指導における顧問の負担やプレッシャーは著しく大きく、このことを反映して、 「普段から指導して

きたにもかかわらず」と感情的になり、体罰に至る場合があります。しかし、指導の成果が不十分であることは、

自らの指導の未熟さを反省し、指導法を改善することでしか解決できない問題です。 

 

ウ 部活動が「聖域」となっている 

  顧問の熱心な指導に対する遠慮や大会実績等への配慮から、部活動における体罰が窺われてもそれを直接指摘 

しづらい場合や、児童生徒や保護者が顧問による体罰を受け入れている場合があります。しかし、 「暴力が甘受 

される環境」が学校に存在しているとすれば、それは学校の本質的な価値に関わる問題です。このことについて 

は、全ての教職員が、自らの問題として考える必要があります。 

 

(4) 未然防止のポイント 

 当事者として  

○ 児童生徒における知識・技能の不足は、懲戒の理由とはならないことを理解する。 

○ いかなる場合も有形力の行使は行わない。 

○ 児童生徒の人格を傷つけるような侮蔑的な言動をしない。 

○ 指導の際、体罰又は体罰に類した行為を行うことが習慣化していないか確認する。 

○  「児童生徒に受け入れられている」「厳しい指導により大会実績を残している」などの理由により、自らの体

罰を正当化しない。 

○ 児童生徒に対する個人指導は、閉めきった部屋で行わない。児童生徒のプライバシー確保等のためそれが必要

な場合は、複数の教員で指導する。 

○ 指導の成果が十分発揮されないことについて、児童生徒に責任を転嫁しない。 

○ 児童生徒とのやりとりでカッとなったときは、６秒数え、怒りに関する反射的行動を押さえる。（アンガーマ

ネジメント） 

○ 児童生徒に対する指導の際は、自分と児童生徒との間で発生する様々な状況を想定し、具体的なシミュレーシ

ョンを行いながら、冷静に指導する。 

 

 同僚として  

○ 教員同士で、日常的に、指導方法の改善や児童生徒の問題傾向等についての情報交換に努め、児童生徒の集団

の良好な人間関係形成等について意見交換を行う。 
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○ 児童生徒への指導について、一部の教員に依存したり責任転嫁したりしている部分がないか確認する。複数の

教員による指導が必要な場合等は、積極的に協力し、同僚と連携しながら自らの役割を十分に果たす。 

○ 児童生徒から同僚による体罰被害の訴えがあった場合は、直ちに管理職に相談する。 

 

 管理職として  

○ 生徒指導の負担が一部の教員に集中していないか確認し、組織的な指導体制を整備する。 

○ 校内で生徒指導のために用いられている部屋があれば、その使用状況を点検する。 

○ 指導が困難である児童生徒について、担当する教員間で情報交換を行う場を設ける。 

○ 「適切な方法による部活動指導」が大会実績等に優先することについて、確実に共通理解を図る。 

○ 各顧問の指導状況を実際に見て、把握するとともに、各顧問が指導方法の改善について意見交換をできる場を

設ける。 

○ 顧問への過剰な期待や負担が、体罰を含む強い指導につながっていないか点検する。 

 

【資料】児童生徒に対する体罰の傾向（H28～R7年度）（単位：件） 
 

ア 処分件数の推移                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 校種別・年代別件数 
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文部科学省通知 

体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について（抜粋） 

24文科初第1269号 

平成25年3月13日 

２ 懲戒と体罰の区別について 

（1） 教員等が児童生徒に対して行った懲戒行為が体罰に当たるかどうかは、当該児童生徒の年齢、健康、心身の

発達状況、当該行為が行われた場所的及び時間的環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的に考え、個々の事案ご

とに判断する必要がある。この際、単に、懲戒行為をした教員等や、懲戒行為を受けた児童生徒・保護者の主

観のみにより判断するのではなく、諸条件を客観的に考慮して判断すべきである。 

（2）（1）により、その懲戒の内容が身体的性質のもの、すなわち、身体に対する侵害を内容とするもの（殴る、

蹴る等）、児童生徒に肉体的苦痛を与えるようなもの（正座・直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させ

る等）に当たると判断された場合は、体罰に該当する。 

＜別紙＞ 

  学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例  

  本紙は、学校現場の参考に資するよう、具体の事例について、通常、どのように判断されうるかを示したもの

である。本紙はあくまで参考として、事例を簡潔に示して整理したものであるが、個別の事案が体罰に該当する

か等を判断するに当たっては、本通知2（1）の諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断する必要がある。 

（1）体罰（通常、体罰と判断されると考えられる行為）  

  ○ 身体に対する侵害を内容とするもの 

 ・ 体育の授業中、危険な行為をした児童の背中を足で踏みつける。 

 ・ 帰りの会で足をぶらぶらさせて座り、前の席の児童に足を当てた児童を、突き飛ばして転倒させる。 

 ・ 授業態度について指導したが反抗的な言動をした複数の生徒らの頬を平手打ちする。 

 ・ 立ち歩きの多い生徒を叱ったが聞かず、席につかないため、頬をつねって席につかせる。 

  ・ 生徒指導に応じず、下校しようとしている生徒の腕を引いたところ、生徒が腕を振り払ったため、当該生徒

の頭を平手で叩（たた）く。 

 ・ 給食の時間、ふざけていた生徒に対し、口頭で注意したが聞かなかったため、持っていたボールペンを投

げつけ、生徒に当てる。 

 ・ 部活動顧問の指示に従わず、ユニフォームの片づけが不十分であったため、当該生徒の頬を殴打する。 

 ○ 被罰者に肉体的苦痛を与えるようなもの 

 ・ 放課後に児童を教室に残留させ、児童がトイレに行きたいと訴えたが、一切、室外に出ることを許さない。 

 ・ 別室指導のため、給食の時間を含めて生徒を長く別室に留め置き、一切室外に出ることを許さない。 

  ・ 宿題を忘れた児童に対して、教室の後方で正座で授業を受けるよう言い、児童が苦痛を訴えたが、そのまま

の姿勢を保持させた。 

（2）認められる懲戒（通常、懲戒権の範囲内と判断されると考えられる行為）（ただし肉体的苦痛を伴わないも

のに限る。） 

 ※ 学校教育法施行規則に定める退学・停学・訓告以外で認められると考えられるものの例 

 ・ 放課後等に教室に残留させる。 

 ・ 授業中、教室内に起立させる。 

 ・ 学習課題や清掃活動を課す。 

 ・ 学校当番を多く割り当てる。 

 ・ 立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる。 

 ・ 練習に遅刻した生徒を試合に出さずに見学させる。 

（3）正当な行為（通常、正当防衛、正当行為と判断されると考えられる行為） 

 ○ 児童生徒から教員等に対する暴力行為に対して、教員等が防衛のためにやむを得ずした有形力の行使 



- 23 - 

  

 ・ 児童が教員の指導に反抗して教員の足を蹴ったため、児童の背後に回り、体をきつく押さえる。  

 ○ 他の児童生徒に被害を及ぼすような暴力行為に対して、これを制止したり、目前の危険を回避するためにや

むを得ずした有形力の行使 

  ・ 休み時間に廊下で、他の児童を押さえつけて殴るという行為に及んだ児童がいたため、この児童の両肩をつ

かんで引き離す。 

 ・ 全校集会中に、大声を出して集会を妨げる行為があった生徒を冷静にさせ、別の場所で指導するため、別

の場所に移るよう指導したが、なおも大声を出し続けて抵抗したため、生徒の腕を手で引っ張って移動させ

る。 

  ・ 他の生徒をからかっていた生徒を指導しようとしたところ、当該生徒が教員に暴言を吐き、つばを吐いて逃

げ出そうとしたため、生徒が落ち着くまでの数分間、肩を両手でつかんで壁へ押しつけ、制止させる。 

 ・ 試合中に相手チームの選手とトラブルになり、殴りかかろうとする生徒を、押さえつけて制止させる。 

 

全国高等学校体育連盟通知 

体罰根絶全国共通ルールの制定について（抜粋） 

                                ２６全国高体連第４２号 

                                平成２６年５月２０日 

＜別紙＞  

１ 体罰根絶全国共通ルール制定のねらい  

  本ルールは、本連盟「競技者及び指導者規程」の第６条（指導者のあり方）及び第７条（罰則）に基づき、「体

罰を行った指導者は、高体連主催大会には出場できません。」という高体連としての考え方を全国共通の具体的

ルールとして制定する。体罰を行った指導者への詳細な罰則規定をつくるのが目的ではなく、本ルールの趣旨や

内容を全ての運動部活動指導者、生徒、保護者、そして、社会全体にまで広く周知することにより、運動部活動

にかかわる体罰の発生を未然に防止することをねらいとする。  

１ 体罰根絶全国共通ルール 

（１）指導者（監督、コーチ、顧問教諭、外部指導者等）に関するルール 

   ア  体罰を行った指導者については、原則として当該体罰に対する各教育委員会又 

    は各学校の指導措置・処分等が確定後１年間、高体連主催大会に出場できないも 

    のとする。（選抜大会を含む） 

   イ  体罰を行った指導者については、原則として高体連の役職を解くものとする。 

    また、当該体罰に対する各教育委員会又は各学校の指導措置・処分等が確定後 

    １年間、原則として高体連の役職に充てない。 

（２）本ルールは、平成２６年７月１日より施行適用する。 

３ 体罰根絶全国共通ルールの運用について  

（１） 本ルールにおける体罰は、平成２５年５月文部科学省の「運動部活動での指導のガイドライン」にある「体

罰等の許されない指導と考えられるものの例」を参考にして、適用の   対象とする。  

（２） 本ルールの適用に当たっては、該当指導者に対する各教育委員会又は各学校の指導措置・処分等が確定し

た後、該当校の校長が、該当指導者本人の了解を得た上で、別紙様式により各都道府県高体連に報告する。 

（３） 運動部活動にかかわる場面での体罰について、本ルールを適用する。 

   （ミーティング中、部員への個別指導中、運動部の寮生活等の場面を含む。） 

（４） 各教育委員会又は各学校の指導措置・処分等の内容に、大会出場停止や高体連の役職停止の期間がある

場合は、その期間を本ルールの１年間の中に含むこととする。 

（５） 本ルールを適用される指導者は、適用される旨の連絡を受けた日から２週間以内に、（公財）全国高等学

校体育連盟会長宛に不服申立書を提出して不服を申し立てることができる。ただし、本ルールそのものに関

する不服申立てを除く。 
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日本中学校体育連盟通知 

 

      「運動部活動顧問等の部活動指導中における暴力・体罰・セクハラ等 

       に対する日本中学校体育連盟の対応」決定について（抜粋） 

                                ２９日中体連第３５７号 

                                平成２９年１１月２９日 

＜別紙＞  

１ 本連盟が主催する大会における監督等の条件 

  （公財）日本中学校体育連盟が主催する全ての大会における引率者、監督、部活動指導員、外部指導者（コーチ）、

トレーナー等（以下「指導者等」という）は、部活動の指導中における暴力等により、任命権者又は学校設置者か

ら懲戒処分を受けていない者であること。 

 なお、懲戒処分規定が及ばない外部の指導者は、校長が文書で指導を委嘱し、本ルールを事前に周知しておく。

暴力等への指導措置は校長が行い、監督等の条件及び対応等は上記と同様に考える。 

 

 ●以下の文を全国中学校体育大会各競技大会要項の「引率者及び監督」の項に記載する 

 

「（公財）日本中学校体育連盟が主催する本大会に出場するチーム・選手の引率者、監督、<部活動指導員>、外

部指導者（コーチ）、トレーナー等は、部活動の指導中における暴力・体罰・セクハラ等により、任命権者又は

学校設置者から懲戒処分を受けていない者であること。校長はこの点を確認して、大会申込書を作成する。なお、

外部の指導者は校長から暴力等に対する指導措置を受けていないこととする。」 

 

２ 本連盟による対応・処置の対象となる者 

 各中学校（中等教育学校及び義務教育学校を含む）に設置されている運動部で、本連盟に競技部が存在する運動

部の指導者等 

３ 本連盟の対応 

 1) 暴力等により任命権者又は学校設置者から懲戒処分を受けていることが明確になった教職は、本連盟におけ

る全ての役職を停止する。 

  ★ 後任の補充は、該当都道府県中体連会長と相談し、該当都道府県中体連及びブロック中体連から選出する

ことを基本とする。 

 2) 暴力等により任命権者又は学校設置者から懲戒処分を受けていることが明確になった指導者等で学校の教職

員以外の者は、本連盟が主催する全ての大会における指導者等の登録を禁止する。 

４ 判定及びその時期 

 1) 当該校の校長が懲戒処分を確認した時点 

５ 期 間 

 1) 違反行為１回 

  校長が確認した時点から「２年間」は、本連盟の役職停止及び本連盟主催の全ての大会における指導者等の

登録を禁止する。この期間は，異動等により勤務校が変わったり、指導する運動部が変更になっても継続する

ものとする。 

 （１年間とは、夏季・冬季大会又は冬季・夏季大会とする） 

 2) 違反行為２回目 

  本連盟における役職及び本連盟主催の全ての大会における指導者等の「資格なし」とする。 

６ 本対応は，平成３０年４月１日より施行適用する。 
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５ 職場におけるハラスメント  

 

（1）職場では様々なハラスメントが起こりうる 

 労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正され、「２ わいせつ行為等－児童生徒

等以外」で触れたセクシュアル・ハラスメントも含め、パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント等のハ

ラスメントは行ってはならないものであり、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務とされています。 

 県教育委員会においても、「職場におけるセクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する指針」及び「職場に

おけるパワー・ハラスメントの防止等に関する指針」を策定（令和２年５月）するとともに、「教職員の懲戒処分

に関する基準」の一部改正（令和２年８月適用）により、パワー・ハラスメントに係る処分の標準量定を設けてい

ます。 

※ 妊娠・出産したこと、育児休業、介護休業等の利用に関して、職場において行われる上司・同僚からの言動により、休暇制度の対象 

となる働く者の就業環境が害されることは、マタニティ・ハラスメント、パタニティ・ハラスメント、ケア・ハラスメントなどと言わ 

れます。 

 

（2）職場のハラスメントによる損失  

 ハラスメント行為を受けた人にとっては、人格を傷つけられ、事事への意欲や自信を失い、さらに心の健康の悪

化にもつながり、休職や退職に至る場合すらあります。 

 周囲の人たちにとっても、その行為を見聞きすることで、事事への意欲が低下し、職場全体にも悪影響を及ぼし

かねず、その行為に起因する損失は、想像以上に大きいといえます。 

 ハラスメント行為を行った人も、職場内の自身の信用の低下をもたらし、さらには懲戒処分や訴訟のリスクを抱

えることにもなります。 

 

（3）職場におけるパワー・ハラスメント 

 パワー・ハラスメントという言葉は、上司から部下への場合が多いですが、先輩・後輩間や同僚間、さらに部下
から上司に対して行われるものもあります。 
「業務上の指導との線引きが難しい」との指摘もありますが、個人の受け取り方によっては、業務上必要な指示や
注意・指導を不満に感じたりする場合でも、これらが業務上の適正な範囲で行われている場合には、パワー・ハラ
スメントには当たらないことになります。 
 なお、職場におけるパワー・ハラスメントとは、以下の３つの要素を全て満たすものです。 

 

 ① 優越的な関係を背景とした 

 ② 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により 

 ③ 就業環境を害すること（身体的若しくは精神的な苦痛を与えること） 

 ※適正な範囲の業務指示や指導についてはパワハラに当たりません。 

 

以下に「職場におけるパワー・ハラスメントの防止等に関する指針」の運用上の留意事項の抜粋を掲載しま

すので、あらためて確認して下さい。 

 

２ 職場におけるパワー・ハラスメントの概念について 

（１）職場の概念については、その場所、時間を限定しないこと。 

 例えば、勤務時間外の「懇親の場」やＳＮＳ等におけるやりとりであっても、職場における上下関係や優越的

な地位を背景とする人間関係が持続している場合には、ここでいう職場に該当する。なお、その判断に当たって
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は、職務との関連性、参加者、参加や対応が強制的か任意か等を考慮して個別に行うものであること。 

（２）同じ所属の職員以外にも、他の所属の職員、児童・生徒、保護者及び教育実習生等に対する言動も対象となる

こと。 

（３）「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」 

パワー・ハラスメントになり得る言動として、例えば、次のようなものがある。 

ア 暴力・傷害 

①書類で頭を叩く。 

②同僚や部下を殴ったり、蹴ったりする。 

③相手に物を投げつける。 

イ 暴言・名誉毀損・侮辱 

①人格を否定するような罵詈雑言を浴びせる。 

②他の職員の前で無能なやつだと言ったり、土下座をさせたりする。 

③相手を罵倒・侮辱するような内容の電子メール等を複数の職員宛てに送信する。 

（注）「性的指向又は性自認に関する偏見に基づく言動」は、セクシュアル・ハラスメントに該当するが、職

務に関する優越的な関係を背景として行われるこうした言動は、パワー・ハラスメントにも該当する。 

ウ 執拗な非難 

①改善点を具体的に指示することなく、何日間にもわたって繰り返し文書の書き直しを命じる。 

②長時間厳しく叱責し続ける。 

エ 威圧的な行為 

①同僚や部下達の前で、書類を何度も激しく机に叩き付ける。 

②自分の意に沿った発言をするまで怒鳴り続けたり、自分のミスを有無を言わさず同僚や部下に責任転嫁した

りする。 

オ 実現不可能・無駄な業務の強要 

①これまで分担して行ってきた大量の業務を未経験の同僚や部下に全部押しつけ、期限内に全て処理するよう

厳命する。 

②緊急性がないにもかかわらず、毎週のように土曜日や日曜日に出勤することを命じる。 

③同僚や部下に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせる。 

カ 仕事を与えない・隔離・仲間外し・無視 

①気に入らない同僚や部下に事事をさせない。 

②気に入らない同僚や部下を無視し、会議にも参加させない。 

③課員全員に送付する業務連絡のメールを特定の職員にだけ送付しない。 

④意に沿わない職員を他の職員から隔離する。 

キ 個の侵害 

①個人に委ねられるべき私生活に関する事柄について、事事上の不利益を示唆して干渉する。 

②他人に知られたくない職員本人や家族の個人情報を言いふらす。 

（注）アからキまでの言動に該当しなければパワー・ハラスメントとならないという趣旨に理解してはならない。  

 

 
(4) 未然防止のポイント 
 当事者として  
○ 言動の受け止め方は世代や個人によって異なる可能性があることに留意する。 
○ 部下や同僚等を成長させたいという思いが真の動機であったとしても、受け手の判断によっては本人の意図と 
は関係なくハラスメントとなってしまうこともあることを理解する。 

○ この程度のことは相手も許容するだろうという勝手な憶測をしない。 
○ 受け手が拒否の意思表示をしたら、繰り返さない。また、いつも明確に意思表示がある（嫌だと拒否する）と 
は限らないことを理解する。 
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 同僚として  
○ ハラスメントについて職員から問題提起があった場合、職場におけるミーティングなどにより解決することが 
できる問題については、問題提起を契機として、良好な勤務環境の確保のために皆で取り組むことを日頃から心 
掛ける。 

○ 周囲に対する気配りをし、ハラスメントやハラスメントに当たるおそれがある言動が見受けられる場合は、職
場の同僚として注意を促す。また、被害を受けていることを見聞きした場合には、声をかけて相談に乗る。 

 
 管理職として  
○ ハラスメントについては、使用者責任が問われることがあるということを常に念頭において対応する。 
○ 職場での服務倫理対策委員会等の機会を利用した職員への注意喚起や指導等により職員の意識の啓発をする
とともに、職員の言動に注意を払うように努めること。 

 

(5) 相談体制 
 職場におけるハラスメントは未然防止対策が重要です。所属職員が気軽に苦情の申し出や相談ができる体制を整
えるとともに、相談・苦情に適切かつ柔軟に対応することが必要です。 
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６ 個人情報の紛失等  

(1)  該当行為の例 

 荒天による臨時下校に関して保護者に通知するメールをメールシステムに登録されている保護者６０数名

に送信する際、ＢＣＣで送信すべきところ、誤ってＣＣで送信したことにより、登録保護者の氏名とメール

アドレスを登録保護者間で流出させた。 

 自宅で業務を行おうとして、管理職の許可を得ないまま、担任する児童数名分の個人情報が含まれたデー

タを私用のメールアドレス宛に電子メールを送信したところ、同アドレスを誤って入力したことから、特定

できない第三者に同メールを送信し、個人情報の流出が懸念される事態を生じさせた。 

 定期考査において、受験者氏名や枚数の確認を怠るなど、答案用紙を適切に管理しなかったことにより、

生徒１名の答案用紙を紛失した。 

 生徒の住所や成績などの個人情報を、学校の管理規程に従わず、利便性を優先したことにより、紛失させ

た。 

 定期考査の答案用紙を許可なく校外に持ち出し、喫茶店内や自宅で採点を行ったり、カギをかけた自家用

車に放置したりした。また、校内においても、答案用紙を職員室の机上に放置したまま授業を行うなど、適

切に取り扱わなかったため、１クラス２７名分の答案用紙を紛失した。 

(2) 個人情報を紛失させた教職員の発言 

○ 授業のあとに１２時下校の連絡があり、時間もなかったので慌ててしまった。ＢＣＣで送るつもりだった

が、誤ってＣＣで送ってしまった。 

○ 資料の作成が遅れていて焦っていた。学校の施錠前に帰らなくていけないと思い、自宅に送信してしまっ

た。 

○ 事前に管理職から職員全体に答案用紙の紛失防止について指導があったことについて、「知っている話だ

と思って聞き流していたと思う。」と述べている。 

○ 内規で、専用の鍵のかかるロッカーに保管するルールとなっていた。利便性を優先させ、自席近くの本棚

に保管していた。 

〇 申し訳ない、情けないという気持ちである。あってはならないことをやってしまった。もっと丁寧に答案

を扱うべきであった。 
 

(3) 事故発生の背景 

ア 学校は、他の職場と比較して、より重要な個人情報をより多く保有している 
  学校が保有する成績、健康、家庭環境等に関する児童生徒の情報は、他人に知られたくない、特に重要な個人
情報に該当します。重要な個人情報が日々作成されていること、児童生徒が学校で作成される自らの個人情報を
守ることが難しいことなど、学校には、他の職場にない特殊性があることを十分に理解する必要があります。 

イ 個人情報を減らす努力が不足している 
  学校には個人情報を含む名簿等が多数存在する実態がありますが、このような実態を前提とした対策ではな
く、このような実態の改善を優先する必要があります。名簿等における不要な項目を削る、記号化等により個
人の識別をできなくする、名簿等の部数を最小限に抑えるなどの配慮が習慣化されれば、紛失等のリスクは大
きく軽減されます。また、記憶媒体におけるパスワードの設定等も重要です。 

ウ 校内規程が実態にそぐわない 
  個人情報の取扱いに関する校内規程が学校の実態にそぐわない場合があるのではないでしょうか。校内規程に 
おいて、個人情報の「適切な持ち出し方」について具体的に規定するなど、実態に即した個人情報の持ち出しに
関する規程の見直しも必要です。  

エ 保管方法に物理的な不備がある 

  これまでに発生した個人情報の紛失等の多くは、名簿、ＵＳＢメモリ、パソコン等の物理的な紛失です。これ

までに発生した紛失等は、保管についての常識的な注意があれば避けることができたものばかりです。 
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オ その他 

  校内規程に沿って校外に持ち出した個人情報を、自家用車の中に置いたままにしたことにより紛失する場合が 

あります。許可を得たとしても十分注意が必要です。 

(4) 未然防止のポイント 

 当事者として  

○ 取り扱う個人情報を最小限にするなど、個人の識別を困難にする工夫について、同僚等との情報交換に努める。 

○ 個人情報の取扱いに関する校内規程の内容を理解し、遵守する。 

○ 個人情報を含む資料・記憶媒体を保管する際は、学校の内外を問わず、十分に安全確保をする。 

○ 電子メールやＦＡＸによる誤送信を防ぐため、送信の際はアドレス（TO、CC、BCC の別を含む。）やＦＡＸ番

号等は複数の目で確認する。 

○ 電子メールやＦＡＸによる送信においては、誤送信だけでなく、添付資料に不要な個人情報が含まれていない

ことを十分に確認する。 

 

 同僚として  

○ 個人情報の安全かつ効率的な取扱い方法について、有効な手立てがあれば、積極的に同僚に広める。 

○ 同僚が、校内規程に沿った個人情報の取扱いをしていない場合は、同僚本人、他の同僚又は管理職とともに状

況を確認する。 

○ 同僚が、個人情報記載資料・記憶媒体を適正に保管していない場合は、同僚本人、他の同僚又は管理職ととも

に状況を確認する。 

 

 管理職として  

○ 個人情報の安全かつ効率的な取扱い方法について、有効な取組の紹介や専門的知識を有する者による校内研修 

を行うなど、共通理解の確立に努める。 

○ 学校の実態を踏まえて、校内規程の有効性を再確認し、常に必要な改善を行う。 

○ 各教職員における個人情報の保管状況を把握し、施錠できる保管設備への集約等、必要な対策を講ずる。 

 

 

  

教育情報セキュリティ10か条 
 ＩＣＴの活用は、日々の業務遂行に不可欠になってきていますが、誤った認識による操作により、大量の児童生

徒、施設利用者の個人情報や各所属が管理する機密情報を瞬時に流出させる恐れがあり、一度流出させてしまった

情報資産の回収は極めて困難です。 

 本県教育委員会では情報セキュリティを確保するため「福島県教育情報セキュリティポリシー」を整備し遵守す

べき事項を定めています。それぞれの情報を守るためには、利用している教職員一人一人のセキュリティ意識の向

上が必要です。 

 そこで、セキュリティ対策の原則を以下にまとめますのでチェックしてください。 

１ 適切な情報の管理（持たない、持ち込まない、持ち出さない） 

２ 私物の機器、ソフトウェアは原則禁止 

３ パソコン・ネットワークの業務目的外使用禁止 

４ 外部記録媒体を使用する場合は適切に 

５ 離席時の画面を放置禁止 

６ セキュリティ対策ソフトウェアは有効に 

７ 適正なパスワード管理 

８ メールの取扱は注意（誤送信、メールからの情報漏洩、不審メール） 

９ セキュリティ事故発生時の対応手順を確認 

10 ソフトウェアは許可を得て取得、適切に使用 
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７ 公金公物処理不適正等 

(1)  該当行為の例 

 担当していた学校給食の業務の傍ら、１食当たりの食材費を故意に切り詰めて経費を浮かすなどして、当該

校の学校給食会計の口座から総額７，９８７，２６２円の現金を引き出し、横領した。また、このことによ

り、給食の提供を受けていた児童及び職員に不利益を生じさせた。（管理職も出納簿の作成及び同会計の点検

等に係る指導監督に著しく適正を欠いたことにより処分） 

 自身の超過勤務手当の支給に係る例月実績通知書について、水増しするため、決裁後に改ざんし、校長印を

無断で使用して教育事務所に提出し、本来の超過勤務手当支給額より総額４６７，００８円多く自身の口座に

入金させた。 

 顧問を務める部活動が全国大会に出場することになった際、出場選手を対象とした市町村からの激励金につ

いて、申請先の市町村から２年度分交付されたにもかかわらず、校内での処理を適正に行わなかったととも

に、激励金を保護者に渡すことを失念した。 

 自身が担当する複数の会計において、公金を現金で保管するとともに、支出の手続きをせずに物品を購入

し、領収書等の保管及び出納簿への記録を怠るなど、不適切な会計処理を繰り返したことにより、１０６，１

９５円の使途不明金を生じさせた。 

 外部団体と連携して実施したジャムの販売会に係る販売代金６２，０００円を同団体から現金で受領後、職

員室の自席の机の引き出しに入れて約５０日間保管し、６２，０００円のうち２，０００円を紛失した。 

(2)  公金公物処理不適正等を行った教職員の発言 

○ 支払いがかさみ、このままだとクレジットカードの返済ができなくなると思い、自分の欲が勝ってしまった。 

○ 業務に対する不満やストレスがあった。 

○ これまで公金等の扱いについて、服務倫理委員会等で指導を受け、理解していたつもりだが、行動が伴わな

かった。 

○ 業務が煩雑で、自分に甘えてしまった。教頭に任された会計なので、自分一人で処理すれば良いと思ってし

まった。いつかは改善しなければいけないと思っていたが、そのままにしてしまった。 

○ 業務に忙殺され入金を失念してしまった。普段から現金を机の上に置いたり引き出しに入れたりしていて、

金庫に入れる習慣がなかった。 

 

(3) 事故発生の背景 

ア 現金による会計処理が行われている 

  公金（準公金を含む。以下同じ。）の不正流用、横領等のほとんどは、現金による会計処理において発生して

います。やむを得ず現金で金銭を徴収する場合は、徴収後速やかに支払いまたは、校長名義の口座への入金を行

うことが大切です。 

イ 会計業務のチェック体制が欠けている 

  会計事務担当者は支出等の手続きを適正に行いましょう。また、管理職はマニュアルに基づき、定期的にすべ

ての預金通帳と帳簿、領収書等を照合することにより、適正に点検を行うことが大切です。なお、預金通帳の届

出等にも用いられる管理職の私印は、適正に管理する必要があります。 

 

(4) 未然防止のポイント 

 当事者として  

（平成２１年３月３０日付け２０教財第９５２号教育長通知「県立学校における団体徴収金及び学校徴収金事務の

適正化について」（以下「通知」という。）等に基づく取扱いを行う上での留意事項） 

○ 管理職が承知していない会計は一切設けない（徴収額が少額であっても例外としない。）。 

○ 現金を収納した場合は、領収書を発行するだけでなく、その控えを保管する。 

○ 現金を収納した場合は、その日のうちに口座入金又は出納担当者への引き継ぎを行う。 
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○ やむを得ず一時的に現金の保管を要する場合には、事務室等の金庫に保管し、手元に置くことのないようにす

る。 

○ 根拠のない支出は行わず、原則として、見積り書、納品書、請求書による支出を行う（立て替え払いをしな

い）。 

○ 会計事務担当者として、円滑な執行に困難が生じた場合は、直ちに管理職に相談し、同僚の支援を受けるなど

する。 

 

 同僚として  

○ 学年、教科、部活動等の会計については、事務担当者ではなくても、校務分掌に係る責任の範囲で、会計処理

の執行状況を把握する。 

○ 同僚が児童生徒・保護者から徴収した現金を保管していることを把握した場合は、同僚本人、他の同僚又は管

理職とともに状況を確認する。 

○ 同僚が、会計処理を適正に行う余裕のない状況にある場合は、同僚本人、他の同僚又は管理職とともに状況を

確認する。 

 

 管理職として  

（通知等に基づく取扱いを行う上での留意事項） 

○ 学校における児童生徒・保護者からの徴収金を全て把握する（徴収額が少額であっても例外としない。）。 

○ 支出に係る照合等を行う前に、収入が適正であるのかを確認する。 

○ 通知等により求められる手続きとその目的・根拠を勘案の上、学校の実態に合ったシステムを設ける。 

○ 校内システムの運用について、校内研修等により定着を図る。 

○ 各会計の点検について、通知による点検を学期毎に行い、年度末には第三者の監査を受ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公物の管理等も適正に･･･ 

 次のような事案も発生しています。公金だけでなく、公物についても、適切な管理等が求められます。 

 

（事案） 

 学校備品としたスピーカーを無断で持ち帰った上、正当な理由なく、同スピーカーのロゴマークを油性ペン

で塗りつぶすとともに、同スピーカーのケーブルの所在がわからない状態を生じさせた。 

 同校教員から同スピーカーが保管場所に無いとの報告を受けた教頭が確認したところ、無断での持ち帰りや

汚損等を認めた。 
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進路等に係る事務執行等には細心の注意を！ 

 

 児童生徒の進路等に係る事務執行等において、過去にも、児童生徒にとって重大な不利益となる事案が発

生しています。 

 児童生徒の進路目標の実現のために、日々の進路指導に熱心に取り組むとともに、県教委からの通知等に

基づき、適正な事務執行のため、学校全体で各種手続きやチェック等の体制づくり及びその運営がなされて

いるところではありますが、その校内体制等について、機能するよう確立するとともに、経験に基づく思い

込み等、児童生徒にとって重大な不利益となる事案につながるミスが起こらぬよう、細心の注意を払って下

さい。 

 

(県教委からの通知における主な留意点） 

 ○全体に関すること 

・校内体制等の全職員での再確認 

・校内手続きの生徒・保護者への周知徹底 

・出願期間や出願要件等の複数教員による確認 

・生徒一人一人に対する出願手続きの指導及び確認 

・生徒一人一人の出願先や出願期間、出願条件等を確認する一覧表の作成等 

 

 ○推薦入試等に関すること 

・生徒を推薦するに当たっての選考過程の明確化 

  ・併願の可否、履修教科・科目、教科の評定平均値及び資格・検定試験等の成績等の出願条件の確認 

   ※一覧表自体に誤りがある可能性があるため、推薦会議等では要項等の原本も同時に確認するなど、細

心の注意を払いながら進めること 

 

 ○調査書等に関すること 

・大学入学者選抜実施要項等の確認 

  ・記載内容についての複数教員による確認 

   ※卒業予定者のみならず、過年度卒業生に対しても同様 

   ※電子機器を用いて作成する場合は、プリントアウト後の内容確認及び電子データの管理への注意 

 

各種検定試験にも注意！ 

 進学や就職等、進路に直接関係する試験等だけではなく、学校が窓口となって申込手続きを行う各種

検定試験等も、児童生徒にとって非常に大切なものです。上記の進路等に係る事務執行等における取扱

いに準じて、児童生徒にとって重大な不利益となる事案につながるミスが起こらぬよう、必要に応じ

て、校内体制の見直し等を行うことが大切です。 



- 33 - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(事案１） 

  指定校推薦受験者に決定した生徒に対して、学級担任として、所定の手続に反して指定校推薦用の出願書

類を同生徒に渡さず、同生徒が持参した書類が一般公募推薦の書類であることを確認しないまま推薦書を作

成した結果、同生徒は一般公募推薦として受験することとなり、不合格となった。 

(事案２） 

担任する生徒から、大学の特別選抜推薦入試受験を希望する旨伝えられたにもかかわらず、学校に提出す

る推薦申込書を同生徒に渡すこと及び出願のための準備を怠たるとともに、出願締切前に状況を認識したに

もかかわらず、速やかな対応を怠ったため、所定の期間内に出願できず、その結果、同生徒が同大学特別選

抜推薦を受験する機会を失わせた。 

(事案３） 

学級担任を務める生徒の大学の推薦入学の出願について、同生徒が、推薦基準である「評定平均値が全体

4.2以上かつ指定する教科4.3以上」を満たしていないにもかかわらず、これを満たしているものと誤解した

まま出願手続きを進め、必要な確認を行わないまま同大学に出願した結果、同出願は受理されなかった。 

(事案４） 

生徒が受験を希望した国家試験の申込業務について、同試験の指導を担当する教員に対する業務内容の

指示や申込みに係る役割分担に曖昧な部分があったことから、申込期間までの申込みを失念する事態を生

じさせ、生徒数名の同試験への受験機会を失わせた。 

 

 

生徒たちが全力で入試に臨む、その一方で･･･ 

 生徒たちが全力で入試本番に臨む中、そして、教職員が生徒たちの健闘を祈る中、非常識的な不祥事が

発生しています。 

（事案） 

 私的に訪問した大学入試センター試験会場控室において、午後０時過ぎから約４時間にわたって飲酒し

た上、同控室及び同館周辺で大声を出して同校及び他校教員に迷惑をかけるとともに、帰宅させるために

家族に電話連絡をした同校教員に対し、酩酊状態で大声で詰めよる行為を繰り返し、胸ぐらを掴むという

乱暴な行為を行った。 
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８ 飲酒運転 

(1)  該当行為の例 

 週休日の午後７時頃から午後１１時頃にかけて、居酒屋において、複数の生徒ともに飲酒をした。（職員

はビール中ジョッキ１杯、焼酎水割り５～７杯を飲んだ。）居酒屋を出て自身が運転する車でカラオケ店ま

で移動して予約した後、コンビニエンスストアに車で移動して、500mlの缶酎ハイを1本及び350mlの缶酎

ハイを4本購入した。カラオケ店においては500mlの缶酎ハイを1本と350mlの缶酎ハイを1本飲んだ。翌

日の午前３時過ぎ頃、カラオケ店を出て、生徒を送り届けるために走行中、居眠りをしたことにより、自車

を工場等に衝突させるとともに、同乗していた生徒にけがを負わせた。 

 職場の送別会及び二次会において飲酒（送別会でビール５～６杯、レモンサワー１杯、二次会でレモンサ

ワー１杯、日本酒１～２合）した後、自家用車を自ら運転して帰宅する途中、車２台を巻き込む玉突き事故

を起こし、１人に軽傷を負わせた。通報を受けて駆けつけた警察署員による呼気検査を受け、０．３８ミリ

グラム/ℓのアルコール濃度が検出され、酒気帯び運転の疑いで逮捕された。 

 自宅において、午前９時頃から日本酒２合、午後４時頃から日本酒２～３合を飲酒した後、午後１１時３０

分頃に自家用車を運転しコンビニエンスストアに向かった。同店で買い物をした後、翌午前０時頃、自車を後

進させようとした際、誤って前進させ、同店入口の枠に自車前部を衝突させた。これにより、同店店員の通報

により現場に到着した警察官から呼気検査を受けた結果、基準値を超えるアルコールが検出され、 

酒気帯び運転により検挙された。 

 飲食店において飲酒した後、店外に停車していた無人の運転代行車両の運転席に無断で乗車し５０メート

ル程度走行したことから、同車両の所有者とトラブルになり、駆けつけた警察官から事情聴取を受けた後、

自動車窃盗及び飲酒運転の容疑で身柄を拘束された。呼気検査が行われ呼気１リットル中０．７ミリグラム

のアルコールが検出された。 

(2) 飲酒運転を行った教職員の発言 

○ 普段より多く飲んだ。酒が残っているという認識はなかった。自覚がなかったとは言え、こういう結果に

なってしまったことを受け止め反省している。  

○ 駐車していた自家用車で仮眠していたところ、眠気が覚めたため自分の中では酔いが醒めていて大丈夫だ

と思ってしまった。その判断自体どうかしていた。 

○ 「酒が抜けていないのではないか」という多少の不安はあったが、警察には捕まらないであろうという軽

い気持ちもあった。これまでにも、飲酒して十分酔いが醒めていない状態で運転したことが、月１回くらい

あった。 

〇 絶対に飲酒運転はあってはならないと認識していた。飲酒量が自分の適量を超えてしまったので、このよ

うなことになってしまった。抑止力が足りなかった。 

(3) 事故発生の背景 

ア 行為の危険性が自覚されていない 

  飲酒運転を行った者は、自分が危険な状態で運転していることの自覚がなかったと振り返ることが多いです。

再発防止のためには、飲酒の事方等を考える以前に、飲酒運転を行うことがどれほど危険であるのかについて、

改めて認識する必要があります。 

 

イ 事故回避のための準備が不足している 

  飲酒運転は、極めて危険な行為である一方で、 「飲酒しない」又は「運転しない」ことにより、確実に回避す

ることができる行為です。過去の事例を踏まえると、飲酒状態において酒量や経過時間を正しく判断することは

難しいようです。飲酒した場合は、酒量や時間を自制することよりも、「運転しない」ことによる回避の方が、

より確実であり、また、教職員相互の注意喚起の効果も高まります。 
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アルコール残量の経時変化 
(1) アルコール分解速度 

 飲酒により摂取したアルコールが体内で分解される速度は、体重に比例し、体重１kgにつき１時間に

アルコール０．１ｇを分解すると言われています。たとえば、体重が５０kgだと１時間に分解できるア

ルコールの量は５ｇということになります。 

(2) アルコールの単位 

 アルコール濃度は酒の種類により異なるので、飲酒により摂取したアルコールの量を把握するために

は、酒の量をアルコールの単位（２０ｇ程度のアルコールを含む量）で数える必要があります。１単位

量は、ビールロング缶１本、日本酒１合、ウィスキーダブル１杯、ワイングラス１杯半、チューハイ

（アルコール度数７％）１缶、焼酎（アルコール度数２５％）コップ半分程度となります。 

(3) アルコール分解に要する時間 

 アルコール１単位（２０ｇ程度）を分解するのに要する時間は、体重６０ｋｇの人で約３～４時間と

言われています。 

※ この計算方法は目安に過ぎません。長時間にわたる飲酒や、遺伝的な要素、肝機能の状況、服薬の

有無、当日の体調などにより、より長い時間が必要となる場合があります。 

 

(4) 未然防止のポイント 

 当事者として  

○ 飲酒運転が加害事故発生につながり、その事故が重大な被害につながる危険性が高いことを改めて認識する。 

○ 飲酒した翌朝に車両運転の必要がある場合は、体内アルコール分解に要する時間等を考慮し、飲酒時間を早め

に切り上げる。また、酒量も適切なものとする。 

 

 同僚として  

○ 生活習慣に応じた飲酒運転防止策について、同僚と情報交換を行う。 

○ 同僚と一緒に飲酒する際は、互いに帰宅方法の確認を行う。また、同僚の判断力の状況等をよく観察し、必要

に応じて帰宅手段の確保等に協力する。 

 

 管理職として  

○ 飲酒運転防止の取組が、方法論・形式論に偏らないように配慮し、行為自体の危険性について改めて共通理解

を図る。 

○ 飲酒に関する各教職員の生活習慣の把握に努め、飲酒運転の一般的な防止策のほか、個別具体的な防止策の

検討も促す。 
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【資料】飲酒運転の傾向（H28～R7年度）（単位：件） 

ア 処分件数                イ 学校種別・年代別件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 速度超過 

(1)  該当行為の例 

 午後８時７分頃、帰宅するために自家用車を運転中、白河市の東北自動車道下り線において、前方の車両

を追い越すために追い越し車線に入って加速した際、法定最高速度１００ｋｍ/ｈのところ４１ｋｍ/ｈ超過

の１４１ｋｍ/ｈで走行したことにより、速度違反自動取締装置に感知された。 

 午前１０時３０分頃、私用のため自動二輪車を運転中、他県において、指定速度時速５０キロメートルの

ところを時速８６キロメートルで走行し、時速３６キロメートルの速度超過で速度違反取締中の警察官に検

挙された。 

 午後４時１５分頃、私用のため自家用車を運転していた際、白河市内の東北自動車道において、法定速度

時速１００キロメートルのところを時速１４４キロメートルで走行し、時速４４キロメートルの速度超過に

より、速度違反取締装置に感知された。 

 午後１０時６分頃、退勤のため自家用車を運転していた際、いわき市内の国道において、指定速度時速５

０キロメートルのところを時速８２キロメートルで走行し、時速３２キロメートルの速度超過により、速度

違反取締中の警察官に検挙された。 

 午前７時２０分頃、出勤のため自家用車を運転していた際、白河市内の国道において、指定速度時速５０

キロメートルのところを時速８０キロメートルで走行し、時速３０キロメートルの速度超過により、速度違

反取締中の警察官に検挙された。 

 

(2) 速度超過の状況（H28～R7年度）（単位：件） 

ア 年度別総計                 イ 学校種別・年代別内訳 
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(3) 未然防止のポイント 

 当事者として  

○ 出勤・退勤を急ぐ気持ちや目的地への集合時間までの到着を急いで焦る気持ちが原因となっていることを踏ま 

え、出退勤をはじめ、私用での運転の際にもゆとりをもった出発時間を心掛けるようにする。 

○ 速度が出やすい場所を把握する。 

○ 速度超過について行政・刑事処分が重く設定されているのは、重大な結果をまねく事故を抑止するためであ

ることを理解する。 

○ 「摘発されない工夫」をするのではなく、制動距離や衝突時の衝撃への影響をよく理解する。 

 

 同僚として  

○ 始業時間間際に急いで出勤してくる同僚に注意を促すなど、互いの意識を高めるようにする。 

 

 管理職として  

○ 速度超過については、無意識に違反してしまう場合があることから、日常的に速度超過運転を行っている教職

員がいる可能性が高いことを理解する。 

○ 令和３年警察白書によると、令和２年中に事故につながる交通違反として取り締まりの対象となった事案で最 

も多いのが「一時不停止」２７．９％であり、続いて「最高速度違反」２０．２％であることを理解し、交通法

規遵守を継続的に指導する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転免許証及び車検等の有効期限の確認・手続きも忘れずに！ 

 自動車を運転する上では、様々なリスクを意識した備えが必要ですが、通勤や公務において運転する機会が

多い教職員にあっては、その意識をより高める必要があります。無免許や無車検・無保険が許されないことは

当然ですが、同乗の可能性がある児童生徒に対する責任や、旅費・通勤手当の支給を考えれば、自動車運転に

関する自らの状況について、高い説明責任が求められます。 

 特に、児童生徒引率に自家用車を使用する場合は、所定の手続きを遵守するとともに、保険加入の状況、車

両整備の状況等に細心の注意を払いましょう。また、万が一通勤等に使用している自家用車の自動車検査証の

有効期限や自動車運転免許証の更新期限切れに気付いた場合は速やかに所属長に報告しましょう。 

管理職は、年度当初に、所属職員が通勤等に使用している自家用車の自動車検査証の有効期限や自動車運転

免許証の更新期限について、実物の提示を求め、当該所属職員と確認を行ってください。また、所属職員に対

して、グーグルカレンダーによるアラート通知を必ず設定させ、更新等の期限について認識を持たせるととも

に、チェック表等を作成して適切に管理してください。 

 過去には次のような事案も発生しています。 

（事案１） 

 運転免許証の更新を忘れ、２～３年後にそのことに気付いたが、管理職への報告や所定の手続きを怠り、１

０年以上無免許の状態で自動車を運転していた。 

 さらに、使用していた自家用車の車検を行わなかったため、自賠責に加入できず、無車検・無保険の状態で

運転をしていた。 

（事案２） 

 自動車運転免許証の有効期限内の更新を失念したことにより、同免許証が失効したことに気付かないま

ま、令和３年３月から令和３年４月までの間、通勤等のために自家用車を運転した。（生徒引率業務の私有

車使用に係る登録のため、必要書類とともに運転免許証の写しを管理職に提出したところ、管理職が有効期

限切れに気付き発覚した。） 
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10 交通加害事故 

(1)年度別・事故種類別総計（H27～R6年度）（単位：件（訓告等も含む）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通加害事故により処分等を行っている件数は、１２０件前後の年度が多くなっていますが、令和２年

度より減少傾向が見られます。一方、平成２７年度に人身事故と物損事故の件数がほぼ同数となって以

降、人身事故の件数は減少傾向に、物損事故が増加傾向にあります。交通加害事故は被害者の命も奪う場

合もあります。運転者には安全運転の義務があります。 

 

(2) 未然防止のポイント 

 ア 「ゆとり」のある出発を心がける 
 
 交通加害事故の発生時の理由では、出勤時及び私用での運転中に多い傾
向があります。出勤を急いだり、予定に間に合うよう焦ったりする気持ち
等が、事故の原因となっていることが窺えます。 
  「ゆとり」のある運転のためには、 「三つの１０」（１０分早めの出発、
１０パーセント減速、十分な車間距離）の実践が有効であると考えられま
す。それぞれの教職員がゆとりのある出発を心掛けるだけでなく、始業時
間間際に急いで出勤してくる同僚に注意を促すなど、互いの意識を高める
必要があります。 
 

 

 

 

（事例１） 

 午前７時２０分頃、私用のため駅に向かう途中、交差点において、一時停止後、直進しようと進入した際、

急いでいたことから左右の安全確認が不十分となり、左方向から直進してきた５０代女性が運転する車両に気

づかず、同車両に自車左前部を衝突させた。 

 これにより、同女性にけがを負わせるとともに同車両右前部を破損させた。 
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イ 「危険がないと思われる状況」でも注意を高める 
   交通事故の種類では、追突事故及び右折・左折時の衝突事故が

多いという傾向もあります。事故防止のためには、 「だうう運転」
ではなく「かもしれない運転」の励行が有効であると考えられま
す。 

   特に追突事故は、主に道路を直進している際に、注意不足を原
因に発生します。つまり、信号無視や指定場所一時不停止等の
違反行為がなくても発生するものであり、「三つの１０」の
「十分な車間距離」だけでなく「（前方車両の停止・発進等
の）思いこみを排除した安全確認」など、危険がないと思われ
る状況においても注意を高める必要があります。 

 
ウ 児童生徒等が運転する自転車に注意する 

 出会い頭等の事故は、自転車を相手とする場合が多く、さらに、その自転車を児童生徒が運転している場合

が多くあります。これは、児童生徒等と教職員の生活時間帯が重なっているための傾向ですが、児童生徒等が、

道路右側を走行する、歩道上を走行する、横断歩道上で下車しないなどの状況における事故が多いので、この

ような状況を見越した安全配慮が必要です。また、相手が高齢者の場合、自転車の運転中だけでなく、歩行中

や自動車の運転中など、いずれの状況においても、けがを負わせてしまった場合は重症化する傾向があること

を十分認識して運転する必要があります。 

（事例２） 

  午前８時１０分頃、私用のため自家用車を運転中、一時停止のある丁字路交差点において、一時停止後に

左折進入しようとブレーキを離した際、左方向確認不足のため、歩道を直進してきた高校１年生が運転する

自転車に気付くのが遅れたことにより、自車左前部を同生徒の自転車右前輪部に衝突させ破損させた。 

 

（事例３） 

  午前９時１６分頃、部活動指導に向かうため自家用車を運転中、信号のない丁字路交差点において、一時

停止した後発進しようとしたところ、安全確認不足により、歩道を左方向から進行してきた７０代女性が運

転する自転車に気付くのが遅れ、自車前部を同自転車に衝突させた。 

  これにより、同自転車前輪を破損させるとともに、同女性に骨折のけがを負わせた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「運転中の「ながらスマホ」が厳罰化！ 

 ～違反点数が３倍、反則金も高額に！一発免停も！～ 

 近年、運転中の「ながらスマホ」による交通事故が増加しています。「ちらっと画面を見るくらいなら大

丈夫」と思うかもしれませんが、その一瞬の油断が悲惨な交通事故を招いています。こうした中、道路交通

法が改正され、令和元年12月 1日から、運転中の「ながらスマホ」に対する罰則が厳しくなりました。運

転中にスマホ等を使用しなければならないときは、必ず安全な場所に停車してからにしましょう。 

（政府広報オンラインより） 
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第３ 不祥事の当事者である教職員が負う責任  

 教職員による不祥事が発生した場合、当事者の行為が、職務上の義務に違反する行為、公務員としてふさわし
くない非行等に該当するものと判断されれば、必要な懲戒処分が行われますが、この懲戒処分のほかにも、不祥
事の当事者は多くの責任を負うこととなります。 
 ここでは、懲戒処分とそれに伴う影響のほか、懲戒処分とは別に当事者に問われる刑事上の責任や民事上の責
任について考えていきます。 

１ 懲戒処分 
 
 

 地方公務員法第２９条第１項には、職員が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合、任命権者が懲戒処分

を行うことができるものと規定されています。 

 

(1) 職員が地方公務員法、教育公務員特例法等又はこれに基づく条例、規則等に違反した場合 

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合 

(3) 全体の奉事者たるにふさわしくない非行のあった場合 
 

 各処分の内容は、次の表のとおりです。 
処 分 内 容 

免 職 勤務関係から排除する 

停 職 １日以上１年以下の期間、職務に従事させず、その期間中いかなる給与も支給しない 

減 給 １日以上１年以下の期間、給料の月額の１０分の１以下に相当する額を、給与から減ずる 

戒 告 被処分者の規律違反の責任を確認させ、その将来を戒める 

   また、地方公務員法における懲戒処分は時効がなく、何年も経って懲戒に当たることが分かると処分の対象

となることを知っておかなければなりません。 

 

 

２ 懲戒処分による影響 

 

(1) 教育職員免許状について 

  教育職員免許法の規定により、懲戒免職の処分を受けた場合は、被処分者が有する教育職員免許状の効力が失

われ、被処分者は、免許状を県教育委員会に返納しなければなりません。 

  なお、校長、教頭等の場合は、「失効」ではなく「取上げ」となります。 

 

任用期間前の行為による分限免職処分 

 懲戒処分は任用期間中の非違行為に対して行われるものです。しかし、任用期間より前の

非違行為であっても、教員としての適格性を欠くとして、地方公務員法第２７条等に基づ

き、分限免職処分を行った事例もあります。 

（事例） 

 臨時的任用職員として任用され、市町村立学校において常勤講師として勤務していた講師

は、任用期間より前の期間に、被害少女が１８歳未満であることを知りながら、わいせつな

行為をしたりＳＮＳを利用したりして同少女にわいせつな画像を送信させる行為を行った。 
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(2) 給与について 

 前述の停職と減給における給与の不支給や減額のほかにも、次のような給与上の影響があります。 

ア 昇給 

  懲戒処分を受けた場合、昇給号給が標準号給数未満の号給数となる、又は、昇給がないなどの影響を受けます。 

したがって、長期的に考えれば、どのような処分内容であっても大きな影響額となります。 

イ 期末・勤勉手当 

  懲戒処分を受けた場合、処分内容に応じて、勤勉手当の成績率に影響が及びます。なお、停職期間中に基準日

がある場合、期末手当と勤勉手当のいずれも支給されません。 

ウ 退職手当 

  免職処分を受けた場合、原則として、退職手当が支給されません。また、免職以外の処分であっても、支給額

に影響が生じる場合があります。 

エ 給与に係る例 

懲戒免職（４０歳教諭の例） 

・ 懲戒免職になると、定年退職までの給与約１億３２００万円と退職金約２２００万円を失うこととなりま

す。 

※ 懲戒免職になると、原則として、退職金は支給されません。 

停職６月（４０歳教諭の例） 

・ 停職６月の処分を受けると、将来にわたって約４４０万円の給与を受けることができなくなります。 

戒告（２４歳教諭の例） 

・ 戒告処分を受けると、将来にわたって約８５万円の給与を受けることができなくなります。 

※ 懲戒処分を受けると、昇給の号棒数や勤勉手当の成績率が標準より低減されます。   

(3) 年金・その他について 
懲戒免職（５８歳教諭の例） 

・ 懲戒免職になると、年金の支給額が年額で約１０万円減少します。 

※ 懲戒免職になると、支給開始から５年間、職域年金相当部分の１００分の５０と年金払い退職給付が支給され

ません。 

・ 懲戒免職処分後は国民健康保険に加入することになるため、退職前の所得に応じた多額の保険料を納入しな

ければなりません。また、住民税等が給料からの控除ができなくなり、自分で支払うことになります。 

 

 

２０年前のわいせつ行為懲戒処分 

   元県立高教諭の敗訴確定 最高裁が上告退ける 

 教え子とみだらな行為をしたとして懲戒免職処分を受けた元県立高教諭（６５）が処分の

取り消しなどを求めた訴訟で、最高裁第二小法廷は元教諭の上告を退ける決定をした。二十

五日付。取り消しを認めず、元教諭の逆転敗訴とした二審判決が確定した。 

 確定判決によると、元教諭は県内の高校に勤務していた１９８６年～８９年、顧問だった

ハンドボール部の女子生徒と性的関係を複数回持った。生徒が２０１２年２月県教委に告

発。同年６月に懲戒免職処分となった。 

 一審福島地裁は２０年以上前の行為で処分は重すぎると判断。処分を取り消した。二審仙

台高裁は「県民の学校教育に対する信頼を根底から覆す悪質極まりない行為で、処分は適法

だ。」と指摘。男性の逆転敗訴を言い渡した。 

（平成２９年８月２９日 福島民報） 
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３ 刑事・民事上の責任 

(1) 刑事上の責任 

 刑事上の責任とは、犯罪行為を行った場合に刑事罰を受けることであり、刑法やその他の法律の罰則規定に定め

があります。 

 例えば、体罰を行った場合は暴行罪、傷害罪等に、わいせつ行為等を行った場合は（準）強制わいせつ罪、県青

少年健全育成条例違反等に、公金の私的流用を行った場合は横領罪等に問われる場合があります。 

(2) 民事上の責任 

 民事上の責任とは、故意又は過失により他人の権利を侵害した場合、つまり、不法行為があった場合における損

害賠償責任等のことです。 

 例えば、体罰を行った場合は、(1)の刑事上の責任に加えて、治療費等に関する損害賠償金、被害児童生徒・保護

者に対する慰謝料等を支払う責任が生じることが考えられます。 

 

国家賠償法上の責任 

 問題となる行為が、教職員の職務上の行為であれば、国家賠償法の規定により、県又は市町村が賠償責任を

有することとなります（ただし、当事者に故意又は重過失があった場合は、県又は市町村は当事者に求償でき

ます。）。教職員が、「何かあれば、自分が責任をとる」という趣旨の説明により、自らの不適正な行為を正

当化することがありますが、教職員の職務上の行為は「公権力の行使」に他ならず、このことを理解した上 

で、適正な判断を行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 元顧問に半額負担を命令 大阪、桜宮高体罰の賠償金 

 大阪市立桜宮高バスケットボール部の主将だった男子生徒（当時１７）が２０１２年、体

罰を受けて自殺した問題を巡り、市が遺族に支払った損害賠償金の半額を負担するよう元顧

問の男性（５２）に求めた訴訟の判決で、大阪地裁は１６日、請求通り約４，３００万円の

支払いを命じた。 

 裁判長は判決理由で、元顧問が今年１月の諸弁論に出廷せず、反論する書面の提出なども

しなかったため、市側の主張に対して争う意思がないとみなし、請求する損害額も妥当と判

断した。 

 判決によると、生徒は元顧問から暴力や暴言を繰り返され、１２年１２月に自宅で自殺。

元顧問は暴行と傷害の罪に問われ、懲役１年、執行猶予３年の判決が１３年１０月に確定し

た。                    （平成３０年２月１６日 日本経済新聞） 
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第４ おわりに  

１ 家族や学校に及ぼす影響 

 教職員の不祥事における問題の本質は、個々の不祥事が及ぼす影響の深刻さにあります。不祥事の当事者である

教職員が制度的に負う責任については、第３のとおりですが、それら以外にも、当事者を含め教職員全体が児童生

徒や保護者からの信頼を失い、事実上、教壇に立つことができなくなる場合があります。また、重大な不祥事を起

こした結果、当事者自身が職を失うだけにとどまらず、家族の職場等における社会生活や学校生活にも大きな影響

を及ぼし、家族を失うに至った事例も多くあることを是非知っておいて欲しいと考えます。 

  「自分の学校で不祥事が発生して初めて、これ程周囲に負担がかかることが分かった。むしう、辞めてしまった

本人の方が負担がなかったのではないか。」 

 これは、免職相当の不祥事が発生した学校における同僚の発言です。学校で不祥事が発生すれば、当事者である

教職員が負う責任とは別に、児童生徒や保護者、そして同僚は、否応なく大きな影響を受けることとなります。例

えば、長期間にわたり高等学校の募集に多大な影響を与えるなど、地域全体で背負わなければならない負荷はとて

も大きいものです。 

 不祥事が発生した直後の学校の状況について、管理職や同僚からは、他にも以下のような発言がありました。 
          
○ 被害児童生徒は、話していると涙が止まらなくなる。 

○ 被害児童生徒は、廊下で会っても目をそらしてしまう。 

○ 一学期に不祥事が発生し、三学期になってようやく普通の状態になれた。 

○ とにかく健全な授業ができなくなった。大事な時期の授業を補欠にせざるを得ず、迷惑をかけた。 

○ 保護者や地域住民の見る目は、刺すようで、居ても立ってもいられないほど厳しかった。 

 児童生徒や保護者の信頼が揺らいだ状況で働くことが非常に困難であることは想像に難くありません。そこで教

職員が抱く徒労感や消耗感は、本来の学校現場において抱く使命感や充実感の対極にあります。 

 

２ 不祥事根絶体制の確立 
 
 ここまで、教職員と児童生徒、そして教職員同士の望ましい人間関係の確立こそが、不祥事根絶の手立てである

という観点から、当事者だけなく、同僚や管理職の責任についても考えてきたところです。さらに、同じ観点から

より具体的な対策を講ずる上では、各学校の校内服務倫理委員会の活用が重要となります。 

 これまでも、本県では、校内服務倫理委員会の活動を不祥事根絶に向けた取組の中心に据え、学校の実態に即し

た教職員の主体的な取組を重視してきました。この服務倫理委員会の取組に、特に、同僚としての視点が反映され

るようになれば、その取組がより組織的・多角的になることが期待されます。 

 また、学校評議員や地域住民・保護者等に校内服務倫理委員会に参加いただき意見を伺うことも有効な取組です。

これらの取組を各学校で「不祥事根絶のための行動計画」に整理し、服務倫理推進員（飲酒運転防止担当、わいせ

つ防止担当、体罰防止担当）を中心に、自校から不祥事を根絶する運動に組織的に取り組んでください。 

 不祥事根絶を、当事者個人の問題としてではなく、職場全体の問題として考える立場においては、「不祥事の根

絶」と「職場の力の向上」は同じ方向にあります。各学校における積極的な不祥事根絶の取組が、教育機関として

の機能向上につながることが期待されます。 

 

 


